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令和元年度 FD・SD 
 
看護学群教授 
兼カリキュラムセンター 

副センター⻑  菅原 よしえ 
 
 宮城大学では，大学組織改編によるカリキュラムセンターの整備後、平成 29 年度から，実施規模によ

るレベルを階層化した FD (Faculty Development)・SD（Staff Development）活動推進体制をとり、年度

ごとに報告書をまとめてきました。この報告書は，本学で実施した FD・SD の目的、内容、方法、参加者

を取りまとめ、全学の教職員に情報共有することで、FD・SD の評価検証、次年度企画の改善に向けた検

討資料となります。 

専門性の異なる 3学群で構成される本学において、全学 FD・SD は、共通して取り組むべき教育課題を

明らかにし、全教職員が共有する重要な機会となっております。また、全学 FD・SD を受けて、各学群の

専門的特徴をふまえた FD や、職種の役割遂行に必要な能力開発を目的とする SD、各センターの機能や役

割を充実させる FD につながっております。FD・SD は，個々の教職員の能力を高めるだけでなく，大学教

職員の風通しを良くし，組織としての凝集力を高め，教育活動向上への変化を促進する力にもなるもの

ではないかと考えております。 

カリキュラムセンターでは，教職員が，有意義な企画を計画し、実施参加できるよう，支援をすすめて

いきたいと考えております。 

 

 
図：FD (Faculty Development)・SD（Staff Development）活動推進体制 
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第１部 マクロレベルＦＤ・ＳＤ        
 

全学 FD・SD 第１部「現代の学⽣の傾向と対応について−学⽣相談から考える−」 
       第２部「⼤学におけるハラスメントリスクとその防⽌策・対応について」 
       【障害者差別解消法に基づく研修】 

「宮城⼤学障害を理由とする差別の解消の推進に関する教職員対応要領に関する説明」 
 

 １．開催概要           ・・・  ４ 
  

２．講演記録、資料集          ・・・  ６ 
  

３．アンケート結果          ・・・ ５０  
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令和元年度 宮城⼤学全学ＳＤ・ＦＤ 
 

⽇時：令和元年８⽉７⽇（⽔）１２：５０〜１７：１５   
場所：宮城⼤学 ⼤和キャンパス ⼤講義室  

 

次第 
１．開会挨拶 

２．【第１部】 

①講演「現代の学生の傾向と対応について－学生相談から考える－」 

講師：山中 淑江 氏（立教大学 学生相談所カウンセラー・現代心理学部教授） 

②グループディスカッション「宮城大学生の対応に困った例，うまくいった例」 

３．【第２部】 

講演「大学におけるハラスメントリスクとその防止策・対応について」 

講師：髙橋 知典 氏（レイ法律事務所 弁護士） 

４．【障害者差別解消法に基づく研修】 

  「宮城大学障害を理由とする差別の解消の推進に関する教職員対応要領に関する説明」 

５．閉会挨拶 

 

Ⅰ．開催概要・報告 
【概要】 
本学は，看護学群，事業構想学群，食産業学群の 3 学群で，それぞれ異なる専門領域ではあ

るが，主体的に学修に取り組み，創造的な能力を備えた学生の育成を目指して，教員だけでな

く，学生支援，就職支援等において，事務職員共々，学生の学修をサポートしている。しかし，

最近の学生はよくわからない，対応に戸惑う，等の声を耳にする。そこで，第１部として，現

代学生を理解するための考え方，学生と率直に意思疎通する方法，学生対応における留意点等

について，ご講義を頂く。さらに，講義を受けて，参加した教職員で，本学学生の傾向や，教

職員の対応方法を振り返るグループディスカッションを行い，現代学生の理解を深める。 

また，第２部としては，「公立大学法人宮城大学人権侵害の防止等に関する規程」第８条第１

号に規定する「人権侵害の防止に係る研修」として，大学におけるハラスメントリスクとその

防止策・対応についての研修を行う。最後に，「公立大学法人宮城大学障害を理由とする差別の

解消の推進に関する教職員対応要領」第７条第１号から第３号に規定する「障害を理由とする

差別の解消の推進を図るため」の研修を行う。 
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【実施報告】 
令和元年 8月 7 日，宮城大学大和キャン

パス大講義室にて全学 SD（スタッフ・ディ

ベロップメント）・FD（ファカルティ・ディ

ベロップメント）を実施し，役員・教職員

合計 187 人が参加した。 

川上伸昭学長の開会挨拶の後，第１部で

は，立教大学学生相談所カウンセラーであ

り，現代心理学部の山中淑江教授をお招き

し，「現代の学生の傾向と対応について－

学生相談から考える－」をテーマに御講演

を賜り，現代の学生の状況や学生に接する

際のポイント等について，立教大学での事

例を交えながらご説明いただいた。 

その後，場所を変えて５～６人のグルー

プに分かれ，「宮城大学生の対応に困った

例，うまくいった例」と題したグループデ

ィスカッションを行い，活発な意見交換が

行われた。ディスカッション後は再び大講

義室に戻り，グループ毎に全体発表を行

い，学生対応に関する本学の課題の共有や議論が行われた。 

第２部では，レイ法律事務所の髙橋知典先生をお招きし，「大学におけるハラスメントリスク

とその防止策・対応について」御講演を賜り，ハラスメントにおける 2 重の基準や大学がハラ

スメントの起きやすい環境であること等，具体的な事例をもとにご説明いただき，ハラスメン

トを生じさせない環境づくりや関係性の持

ち方について理解を深めた。 

続いて，事務局学務課学生支援グループ

リーダーの若居主査より，「宮城大学障害を

理由とする差別の解消の推進に関する教職

員対応要領」に関して説明され，本学の取

り組みについて知見を深めた。最後に，カ

リキュラムセンター長の蒔苗耕司教授の挨

拶をもって，閉会した。 

以上 
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Ⅱ．講演記録，資料集 

【第１部】 
 講演「現代の学⽣の傾向と対応について−学⽣相談から考える−」 

⽴教⼤学学⽣相談所カウンセラー・現代⼼理学部 教授 ⼭中 淑江 ⽒ 
 
  初めまして。立教大学の山中と申します。 

  わたしは，所属は学部ですが，主な仕事は全学の学生相談所のカウンセラーで，日々

学生の相談にあたっております。 

  現代の学生の傾向と対応をどうしたらいいかとのテーマが皆様から上がったと伺いま

した。今の学生はわからない，どう接したらいいのか困るという状況がおありのことか

と思います。本日はこれに対し，学生相談という個別の学生の相談に当たる立場から，

考えていることをお話しいたします。 

  大体の流れとして，まず学生相談という

のは何をしているところで，学生とどんな

ふうにつき合っているのか，わたしの視点

を先に説明させていただきます。 

  そして，そういう視点から学生を見た時

に何が見えてくるか、学生の状況について

お話いたします。わたしは評論家ではあり

ませんので，現代の学生について論じられ

はしませんが，参考になりそうな材料を持

ってまいりました。普段の相談の中で感じていること，あるいは調査によって見出され

たことなどをご紹介します。 

  最後に，学生に接するにあたってのポイントを幾つか上げたいと思います。先にお断

りしておきますが，今の学生にはこうしたらうまくいくとか，こうするのがよいという

ことを申し上げられるわけではありません。わたし自身「よくわからない，どうしたら

いいのだろう？」と日々思いながら学生と会っています。理解に近づくためにはどんな

ことができるのかについて，幾つかポイントを上げます。 

では，よろしくお願いいたします。 
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１．学⽣相談のはたらき 
 
  まず，学生相談のはたらきです。この

図は，2017年に学生支援機構の調査報告

書に掲載されているもので，現代の大学

においては学生支援をこのように考えて

いくのがよいのではないかと提案する学

生支援の３層構造のモデルです。 

  特徴的なのは，学生全てが支援の対象

であり，教職員全てが学生支援に当たっ

ているとの考えです。窓口の対応，カリ

キュラムを考えること，授業やゼミでの指導の全てが学生支援に位置づけられるという

考え方です。 

  一番上の層の教職員による日常的支援は，教職員それぞれの立場で学生を教育したり，

指導したり，窓口対応をしたりすることを指し，全ての学生が何らかの形でこの支援を

受けています。 

  ２番目の層は，その中で支援として実施されている，アカデミック・アドバイザーと

かチュートリアルシステムとか，各大学でいろいろと工夫を凝らされているかと思いま

すが，そのような制度化された支援です。 

  そして一番下の層に学生相談室あるいは保健室，キャリアセンターなど，全ての学生

が対象ではなく，必要とする学生に特化した専門的なサービスを提供する，そういう機

関が下の層にあります。つまり，幅広い対象の層から，その網から抜け落ちるというか，

その網でうまくサポートできない学生を次の層，またその次の層で支えていこうという

モデルです。 

  それぞれの層の間では，お互いがよりよく機能するために，情報の共有や研修を行っ

ていくのがよいということが提示されています。 

  このモデルを当てはめますと，皆様は全ての方が第１層で日常的に支援に携わってい

らっしゃる，そして私は，貴学にも同じ仕事の方がいらっしゃると思いますが，一番下

の層，限られた少ない学生への最後のセーフティネットとして学生相談の機関で支援を

行っています。 

  本学では学生相談所の役割としてこのように示されていますが，学生相談はおよそど

ちらの大学でも同じような役割かと思います。 

  学生相談所の目的は，学生生活上・就学上の問題の解決です。解決といっても，誰か

が代わりに解決してあげる，誰かが学生に正解をあげるということではなく，学生の自

主性や自発性，独自性を尊重しながら，自立した個人を育成することが相談の指針です。 
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  相談所の役割としては，個々の学生の成

長・発達に即して支援するということと，

そこから学生のニーズを把握して大学全体

に還元することが，大学の中にある相談所

の役割です。つまり，学生相談の視点から

大学教育や学生支援全体を支えるという，

小さな部署の大きな役割だと思っています。 

  もう少し具体的に，今の２つの方向性を

お示ししたいと思います。宮城大学の相談

室はよろず相談を受けていらっしゃると伺

いましたが，本学もよろず相談窓口なので

いろいろな相談が来ます。 

  不本意入学だとか，友達ができないとか，

大学に来られないとか，授業についていか

れないとか，転部をしたいとか，人づきあ

いが苦手だとか，就職活動がうまくいかな

いとか，いろいろな学生の状況があり，ま

た時期によって，本当にさまざまな相談が寄せられます。 

  それをよろず相談という大きな枠組の中で拾い，個々に対してカウンセリングとガイ

ダンスを行うことによって，現代の学生の状況や学生の成長・発達についての理解や知

見が得られます。 

  相談に来る学生がよく炭坑のカナリヤに例えられますが，より敏感でそれ故に少しの

弱さを持った学生は，時代の空気や状況をいち早く察知して敏感に反応することによっ

て，悩みや問題が生じているとも言えます。学生相談を訪れる学生は，特別なあるいは

メンタルヘルス上の問題を抱えている学生ばかりではありません。自分はいかに生きる

べきかとか，よりよい人間になりたいとか、自覚的な自己発展的な課題を持って相談に

訪れる学生もいますし，大学生活の中で優秀な成績を修めたりリーダーシップを発揮し

て活躍したりしている学生もたくさんいます。学生全体の縮図と言ってもいいかもしれ

ません。 

  それらの学生の相談から得られた事柄について，全学的な学生支援への働きかけとし

て情報発信や提言をする，あるいは連携して支援にあたることが１つの方向性です。 

  もう１つは，相談に来ない学生，学生全体に対して体験的，実践的なプログラムを展

開して，ぜひ体験したり考えたりしてほしいとの機会の提供を行っています。 

  このように，相談が相談だけで完結するのではなく，大学あるいは学生全体に対して

還元していくのが，学内にある学生相談の役割です。 
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  個別のカウンセリングとガイダンスとはどのようなことをするのかを説明いたします。

学生には入学してから卒業までの段階的な成長のプロセスがあります。ここでは大きく

入学期，中間期，卒業期に分けています。 

  入学期というのは，１年生とお考えいた

だければよいかと思います。２年生から３

年生の前半が中間期，そして就職を意識し

始める３年の後半から４年が卒業期です。

それぞれの時期によって発生する問題が異

なります。 

  まず入学期は，大学に馴染めない，不本

意入学だった，友達が作れない，履修の仕

方やレポートの書き方がわからないなど学

生生活や大学の授業に関しての，新しい状況に合わせる，新しい状況を学んでいくとい

う段階での問題が発生します。 

  個別にカウンセリングとガイダンスを行うことと並行して，その時期に提供される大

学のさまざまな仕組みも使って学生支援を行ないますが，その経過から，学生はまず吸

収するという機能，新しい環境や新しい情報を自分の中に取り入れるという機能をここ

で身に付け，問題解決能力として環境への適応力が培われます。 

  そして２番目の中間期です。主に対人関係の問題がこの時期に多く出ます。大学にも

慣れ，卒業までには時間があって比較的余裕があり，さまざまな活動の中で対人関係に

つまずく経験をする，それを通して自分とは何かという問題に出会うのがこの時期です。

失恋したとか，サークルの人間関係がうまくいかないとか，あるいは家族との関係につ

いての悩みが顕在化する，それらを通して自分って何なのだろう，いろんな人にいろん

な顔を見せているけど，本当の自分はどういう人間なのだろうとの問いに出会います。

ここで学生が身に付ける機能は，ひとや環境に対して自分を調節することです。そして

問題解決能力としての対人関係能力を培います。 

  そして卒業を意識する時期には，自分が何になりたいのか，やりたいことが見つから

ない，あるいは就職活動自体がうまくいかない，就職は決まったもののこんな自分が社

会でやっていけるのだろうかとの不安などが問題となってきます。自分が外に働きかけ

て操作していく機能が必要となり，改めて問い直されるのが自己決定力です。 

  学生がみなこのように順番に成長していくわけではなく，どこかで飛躍的にいろいろ

なことを身につけることもありますし，１年生の時につまずいたきり先へ進めないとい

うこともあります。しかし、３つの機能や問題解決能力の獲得には順番があります。環

境への適応力がないのに対人関係能力がついたり自己決定力がついたりはしないので，

積み上げていくことが必要になります。 
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  このような歩みを丁寧に支えていくのが，学生相談のカウンセリングとガイダンスで

あり，大学はどの時期にどういう支援や機会を学生に提供すればいいのかを考えるため

のモデルです。 

 
 ２．現代の学⽣の状況 
 
  学生相談ではこのようなことを頭において学生を見ています。次に現代の学生の状況

に入っていきます。 

  まず，学生の悩みを大きくまとめて３つ上げます。 

  １つ目が対人関係についての悩みです。

相談ではこれが圧倒的に多いです。内容と

しては，緊張する，友達ができない，浮い

てしまう，空気が読めない，人目が気にな

る，人の目が怖い，会話ができないなどで

す。 

  青年にとって対人関係は大きな悩み事と

なるのは今も昔も変わりません。ただ，い

ささか変化があるのは，一番下の「会話が

できない」に代表されるような悩みです。ここで言う会話というのは，対話ではなく，

おしゃべりのような関係維持のための会話です。それで，調子よく，テンポよく，軽妙

に，あるいは盛り上がって話ができることが現代の学生にとって大事なのです。１対１

だったら落ちついていろいろなことを話せるけれどもグループになると駄目だとか，み

んなにウケる話ができないとか，自分が話すとシーンとしてしまうとか，ノリのいい会

話，盛り上がる会話ができないことが，学生にとっては生活上で非常に困難なことのよ

うです。 

  それから２番目が就職関連です。ここ２

年ほどは就職の状況がよくなったので，就

活についての相談は若干減りましたが，根

本的にはあまり変わっていないと思います。

やりたいことがない，何をしたらいいかわ

からない，自分の適性がわからない，自己

アピールが書けない，何社受けても落ちて

しまう，面接で話せないなど，就活で出会

う当たり前の悩みのようではありますが，

自分に対して肯定的な視点が持てないという根深い問題が存在していることがあります。
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「自分がやっていることなんて誰もがやっていることと同じで何もアピールにならな

い」とか，「大学に来て順調に単位をとってきた以外に何にもやってこなかったから何

にも書くことがない」とか，底知れない自己否定の沼に落ち込み就職活動に臨めない学

生が少なくありません。これまで日常はつつがなく過ごし，勉強も生活もやりこなせて

いるけれども，自己分析―これがくせものですーなどで改めて「自分とは」と考えたと

きに，自分の中に確固とした芯がないとか，語るべきものがないという空虚さに気づい

てしまう学生がいます。 

  そして，学生の悩みの３番目の家族関係

の相談が近年とても増えています。これも，

親との確執やそれを越えて自立していくこ

となどは，ずっと昔からの青年期のテーマ

ではありますが，特に近年は家族の状況が

深刻になりつつあるというのが，ここ10年

ほどのわたしの感触です。 

  家族間の不和として両親の離婚が増えて

いますが，離婚以上に影響が大きい可能性

があるのは家庭内別居といいますか，不和のまま家庭が続いている場合です 

  それから，家族の精神的な病気やひきこもりがあります。お父さんが鬱で休職してい

る，自死をされたということもあります。また、お母さんが性格的な問題と精神病との

区別がつかない状況でかなり長い期間社会生活が送れていない状況がみられます。わた

しはこのような母親の問題に特に注目していますが，外で仕事や社会生活をしていると，

破綻をきたして問題が明確になるところを，家族の中では，ああいうひとだからしょう

がないと家族みんながそれに合わせており，その問題を家族以外の人がわからず，治療

も受けず，そのまま続いて家族全員が巻き込まれているという状況があります。それか

ら，兄弟がひきこもっているという相談もよくあります。 

  それから，家族内の暴力です。お父さんからお母さんへのＤＶ，あるいは親から子ど

もへの虐待と言っていいほどの仕打ち，引きこもりの兄弟からの暴力もあります。 

  あとは過保護，過干渉。これも極端になっています。今は携帯電話があるので，親が

子どもの動きを逐一管理できてしまいます。遠距離にいる親が毎日夜の10時に電話をし

て下宿に帰っているか確かめるとか，遅くなるとメールで今どこにいるのか誰といるの

か何時に帰るのかをきいてくるとか、部屋の中やカバンの中を親がチェックするなどと

いう話に驚かされます。単なる過保護，過干渉ではなく，行動の全てを監督する，いつ

も見張っているというような，そういう状況が出てきており，学生の問題というより家

族の問題，あるいは日本の社会の問題が，家族という密室の中に鬱積しているという感

じがいたします。こういうものを負っている学生もいます。 
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  学生が出会う問題や危険はさまざまです。

どこの大学でも同ですが，特に本学は繁華

街にあり，カルトや自己啓発セミナーの勧

誘は多いです。カルトというと一時代前の

ことに思えますが，最近また動きが活発に

なってきています。それからマルチ商法で

す。就活のためのセミナーに行ったら、そ

こで知り合った人に勧められて，起業や株

の運用のためのＤＶＤを売りつけられ，そ

れをまたほかの学生に売るというようなこともあります。 

  それから薬物の乱用も水面下で起きています。ネットで簡単に手に入りますので，一

時代前よりも広がっていると思われます。それから性感染症や望まない妊娠，レイプ，

ストーカー，盗撮も起こりますし、急増しているのはネット上のトラブルです。不法請

求に遭うとか，なりすまし，それから別れた交際相手の情報を晒すことなどが学生に起

きています。酒の一気飲みや過剰摂取，デートＤＶ，ギャンブル，借金，売買春など社

会にあるものは大学の中にもあります。これらに対し，学生が被害に遭わないようにと

考えるのはもちろんですが，一方でこれら全て学生が加害者になり得ることがらです。

実際に学生も検挙されることがニュースにもなっています。学生が被害に遭わないだけ

ではなく，加害者にならないようにとの教育が大学に求められているかと思います。 

  被害者になる，あるいは加害者になる，自分の意図しないところで巻き込まれるとい

うことに陥らないために，わたしが学生にぜひできるようになってほしいと思っている

ことが，この３つです。 

  自分の意思に基づいてＮＯを言えるとい

うこと。それから，正しく必要な情報を取

捨選択できること。そして人に援助を求め

られること。危険に陥らないということだ

けではなく，社会に出ていくにはこの３つ

がともかく必要ですと，よく学生に言って

います。逆に言えば，今の学生はこの３つ

ができないということです。ＮＯと言えな

い。情報が溢れていて，自分の都合のいい

情報あるいは同世代からの情報だけを信用して，それに振り回される。ひとに遠慮した

りひとを信用していなかったりして助けを求めることができない。これが今の学生の状

況だと思います。ですから、大学にいるうちにこれらを身に付けさせるようにする必要

があります。 

－　　－12



 

  次に，現代の大学生にみられる心理的傾

向についてお話しします。本学では入学式

のすぐ後に健康診断をやっており，その健

康診断の時に，学生相談所で作ったメンタ

ルヘルス問診票というチェックリストを新

入生全員にやらせ，その結果を元に面談を

行います。その問診票の結果を因子分析し

て抽出したのが，この４つの因子です。 

  うつ的な傾向，強迫的な傾向，対人不

安・緊張，気分の不安定感が抽出されました。これは，新入生全員のデータで，相談に

来る学生はそのうちの３割程度ですが，相談に来る学生の状況とこの状況は共通してい

ます。付け加えますと，この傾向の強弱は学部によって違いがあります。入学時の調査

ですので，それぞれの学部を選択する学生に特徴があると言えます。例えば，うつ的な

傾向は文学系と理系の学部で強い，強迫的な傾向は理系学部で強い，対人不安・緊張は

社会学系の学部で強いなどです。ついでに申し上げますと，貴学はそれぞれの学部が特

徴的で将来の仕事と直結するような学部を設けておられますね。本学は，古典的な文・

経・理・社・法といった学部のある総合的なキャンパスと，福祉や観光や心理といった

職業と結びつきやすい学部のあるキャンパスと２つに分かれています。それぞれのキャ

ンパスでの学生の傾向や問題は違います。 

  大学の選択にあたって，どういうことを勉強したいかとか，将来何になりたいかを考

えさせるキャリア教育が，今，中学高校で盛んです。大学を卒業した８割が企業に勤め

る今の日本の社会の中で，中高生に将来何になりたいか，どんな仕事に就きたいかと考

えさせても，困惑する生徒が多いでしょう。中高生が知っている仕事，見たり触れたり

する仕事は非常に限られています。お父さんが毎日出勤して会社で何をしているのか、

想像することは難しいでしょう。その中で，職業について考えることが大学進学の学部

選択に有益な影響が出ているとは思えません。 

例えば，漠然と自分は親と同じように企業に勤めるんだろうな，それなら経済学部で

も行っておくかと考える生徒は、現実的で行動力はあるけれどあまり物事を深く考えな

いタイプだったりします。逆に，就職が厳しいと言われている文学部にあえて行く人は

現実から離れて自分の好きなことだけに没入していきたい内向的内省的なタイプの学生

が多いです。また、社会に関心がある人はやはり外向的社交的で，人からどう見えるか

をすごく気にしたりします。このように，学問の性質とそれを選ぶ学生の特性はマッチ

しています。学部の特性は心理的な傾向に表われますし、相談にも表れています。です

から、もともとある傾向を持っている学生をその学部だけで４年間教育していくと，偏

りがそのままになると考えられます。もともと生真面目な理系の学生に科学の方法論に
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のっとった教育をしたら、融通が利かなくて社交性が低い学生が育ちかねません。先生

方にもその学問領域を選ばれた方に，多かれ少なかれタイプがあるのではないでしょう

か。学部が専門教育ばかり重視していくと，同じようなタイプの学生がそれ以外のレパ

ートリーを増やせなくて，社会に出た時に適応できないということが起こるかもしれま

せん。専門教育ではあまり人間の幅が広がらないわけです。それぞれの学門領域の特徴

を，学部を超えた学生がお互いに学び合えるような，そんな修学環境があったらいいか

と思います。 

  話は変わりますが，少し前になりますが

大学の窓口対応についてアンケートをとり

ました。もちろん，助けていただいたとか

親切だったということもあるのですが，そ

の中でネガティブなものを拾いました。こ

れを見て，わたしたちはとてもびっくりし

ました。話しかけにくいとか，忙しそうと

か，その辺はいいとしても，傲慢だとか怖

いとか，上から目線とか，冷たい，えらそ

う，高慢，横柄，高圧的，心無い。スタッフは傷つきましたし，驚きました。というの

は，学生は窓口でしゅんとするわけでも怒るわけでもなく，多くの場合にこやかに用事

を済ませて帰っていっていたのです。その学生たちが，こんなことを感じていたのかと

いうことはとてもショッキングでした。 

  それをきっかけに，学生にどのように接するべきかが話題になったのですが，昨今の

学生はサービスに慣れているので，教育しようとか若い人を育てようという，親身の指

導的，教育的なありようは，ちょっと重く受け取られる可能性があるかと思いました。

本学は卒業生の職員が多く，後輩をちゃんと育てたい，教育したいという熱意溢れる方

たちが多くいます。名誉のために言いますが，本当に優秀で親切な方たちなのですが，

それでも学生にはこういうふうに映るのです。年長者というだけで上から目線だ，高圧

的だと学生は感じる，そういう受けとめ方があるのだと思います。ちなみに，その少し

後から窓口対応を嘱託や派遣の方が担当するようになり，学生の評価が俄然変わりまし

た。優しい，親切だと言うのです。こちらが躾けようとか教えようとか気持ちが入るこ

とに，学生は苦手意識があるのかもしれません。ともかく，はっきりと何を言われたと

か，何が悪いというわけではなく，雰囲気が嫌だという受け取り方があります。表情や

雰囲気に敏感だということだと思います。 
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  学生の相談を聞いていて，この学生たち

は今まで学校でも家庭でもダブルバインド

を押し付けられる環境にいたんだなとつく

づく思います。個性が重要とか独自性が大

事だとか，個性を発揮するような教育をす

べきなどと言われていますが，その一方で

空気を読むというようなことが求められ，

人と違っているとか，自分がはみ出すよう

なことは非常に怖いのです、いじめの対象

になったりするわけですから。 

  学習にしても思考力が大事だと言われていますが，高校受験や大学受験でどんな勉強

をするかというと，解答技術です。ある学生から，現代国語の長文読解は文章を読まな

いで解くテクニックがあると聞いて驚きました。思考力を求められながら，塾なり学校

なりでは解答技術を身につけて正解をうまく出すことを叩き込まれる。 

  そして，コミュニケーション力が重要と言われていますが，ではコミュニケーション

力とはどんなことを指しているのか。学生同士では，お互いに立ち入らない，心配をか

けない，迷惑をかけない，あまり深いところは触れないようにしています。危うい気配

やちょっと深刻なことがあったら，笑いで雰囲気を軽くするというようなコミュニケー

ションを駆使します。相反する２つの，２つとは限らないかもしれません，複数のノー

ムの中で，その両方を両立させる，いつでも本音と建前がある，現在の学生はそういう

状況の中で成長してきたのだと思います。 

  その結果どういうことが起こるかという

と，対立や葛藤を回避する人間関係を持ち

がちになります。この図は循環しています

からどこから入っても同じですが，自分の

本心は言わない，から行きましょうか。先

ほど言ったように，相手に弱みを見せたく

ないとか，あるいは相手に心配や負担をか

けたくない，迷惑かけたくないということ，

あるいはノーと言ったら嫌われるので相手

に好かれるようにイエスと言うことをしています。 

  当然，本人の期待しているようにはならないので欲求不満になります。本当の自分の

気持ちが言えない，いろいろなことを我慢している，さらにそれを言えないで，欲求不

満を溜めています。欲求不満になると，いつもいつも自分は踏みつけられているとか，

いいように使われているとか，我慢させられているとか，怒りを感じます。 
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  自分が怒りを溜めているので，相手も同じだと思います。相手が本当は怒っているん

じゃないか，自分のことを嫌っているんじゃないかと疑心暗鬼に陥っていきます。それ

で相手に嫌われるのが怖くてますます本心を明かさない，こういう循環が起きます。 

  今までの材料から現代の学生の心理的な

特徴をまとめました。 

  まずは雰囲気に敏感だということです。

雰囲気というのは，話されている言葉では

なく言語外の表情とか声の高さとか，場に

漂う空気のようなもの，それに非常に敏感

です。 

  それから，否定的な感情の表出を嫌いま

す。怒りとか怒鳴り声を非常に恐れている

学生がいます。誰かが怒っているというだけで，誰と誰の間で何があって互いにどうい

っているなどということでなしに，もうその空気自体が嫌になってしまったりします。 

  それから，同世代の価値観や情報や反応が重要です。他世代には関心がなく，つき合

おうとしません。 

  こういう状況の中で，一見楽しく気楽に過ごしているようでも，実は不安感や不信感，

あるいは孤独感を内面に抱えています。 

  そして，大人や社会に対して非常に懐疑的です。これまでの小中高の教師との体験が

あまりよくない学生が多くいます。例えば，以前には尊敬する人として小中高の先生が

上がることがありましたが，最近は見られません。先生に裏切られた，あるいは先生は

何にもしてくれなかったという体験を語る学生も多くいます。学校では先生方もひどく

忙しかったり，クレームが多かったりして大変な中で，一人一人の生徒と信頼関係を築

くということが状況として難しいのかもしれません。残念ながら，大人とか大学にあま

り期待をしていないという状況があるかと思います。これに対し，大人として，あるい

は学生の教育環境を守るものとして，そこに信頼感を築いていくことが，私たち大学人

に求められている大きな課題かと思います。 

  それから，将来に希望が持てない。今は若干景気が上向いているかのようですが，基

本的に日本経済は衰退しています。多くの学生は，自分が努力をしても自分の親世代ほ

どの経済的な成功を望めないと思っています。例えば，親が家を持っていても，自分は

一戸建てが買えないだろうと思っています。自分は就職ができるのか，就職しても会社

が倒産したり，リストラされたりするのではないか。努力してきちんと物事をやってい

けば，先には安定した生活があるとは思えないのが今の社会で，学生はそういうことを

ちゃんと理解しています。ですから，君の将来のためだよと言われても，学生にとって

は将来なんて当てにならないとしか思えないかもしれません。 
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 ３．学⽣に接する際のポイント 
 
  このような学生に接する際のポイントです。はじめに申し上げましたが，わたし自身

がどうするのがいいのかわからないと思っています。 

  これは，学生相談所の来談時の相談内

容から，学生が言った言葉を抽出した文

言です。これこれの事情があって，最後

に「話を聴いてほしい」と言ったのか，

「どうしたらいいでしょうか」と言った

のか，「情報が欲しい」と言ったのとい

う感じの分類ですが，見ていただくと，

「情報が欲しい」は実に少ないのです。

わたしたちは，若い人に何かを教えてあ

げたい，情報をあげたいと思いがちですが，学生は欲しいと思った情報は十分持ってい

ます。「話を聴いてほしい」が約３割です。学生がはっきりとそう言っています。あと

は「どうしたらいいかわからない」が半分強です。混乱している状態で，どうしたらい

いかわからない。困っている学生はこのような状況です。「どうしたらよいかわからな

い」「話を聴いてほしい」と思っている学生に対して情報を与えることは，全く求めに

合っていないのです。 

  これも，学生相談所が利用者に対して

行っているフォローアップのアンケート

に書かれた自由記述から単語を抽出して

まとめたものです。相談前には行き詰ま

っていたのが話すことによって楽になっ

た，悲観的だったのが前向きになった，

混乱していたのが整理された，表現でき

なかったのが自己理解できた，悩みの対

処法がわかった，問題が解決したまたは

問題に向き合おうと思った，問題に対する自主性が生じた，孤立感を感じていたのが対

人関係が改善した，自己否定的だったのが自己肯定的になったというように，自分が話

すことによって変化したと学生は書いています。この表現力こそ，相談の中で培われた

ことだと感じますが，話すことで自分が変わるのだと，相談に来た学生が感想として書

いています。 

  そのような「話す」を支えるのは，まず一番下の段の雰囲気とか態度とか姿勢です。
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明るい雰囲気，温かい雰囲気，穏やかな態度，自分のペースに合わせてくれた，親切・

丁寧，迅速，学生の立場で相談に乗ってくれた，このような言葉が並びます。土台とし

ての雰囲気や態度や姿勢が，今の学生に接する時に大事な要素です。 

  学生が一番多く書いていたのは「聴いてくれた」ということです。よく聴いてくれた，

ちゃんと聴いてくれた，熱心に聴いてくれた，明確化してくれた，ほとんどの学生がこ

のように書いていました。 

  その上で「伝える」ことがあります。アドバイスや意見，自分と異なる視点，新たな

理解，自分に対しての客観的で具体的な意見，そういうものを伝えてもらったのが役に

立った、これが最後に出てきます。 

  まず雰囲気がなければ学生は自分が受け入れられていると感じませんし，話をちゃん

と聴いてくれなければ話せずに自分で自分のことを理解することができません。その後

に初めて相談を受ける側のメッセージが伝わります。アンケートから，学生がこれらを

的確に理解していることがわかりました。 

  学生と接する際のポイントとして３つ挙

げてみました。 

  自分に無理のない範囲で，相手に合わせ

て，率直に正直に，です。それぞれについ

てお話しいたします。 

  まず，自分に無理のない範囲でというこ

とです。教職員の方々は，ご自分の役割，

例えばカリキュラムセンターにいらっしゃ

る方，スチューデントサービスセンターに

いらっしゃる方，あるいは総務系の職員の

方，先生方は各学部，またいろいろな役職

などの役割をお持ちです。その役割の中で

可能な範囲あるいは妥当な範囲で対応しま

す。 

  これは広島修道大学の学生相談室カウン

セラーの大島氏の言葉ですが，教員の役割

は「導く」，職員は「示す」，カウンセラ

ーは「体験に寄り添う」と表せます。 

  特に職員の「示す」。示すものはいろいろで，例えばルールを示すとか，現実を示す

などです。学生にとって身近な社会人として職員の方がいらっしゃいます。研究職志望

の学生以外には，教員は自分のモデルにはなりにくいところがあると思いますが，職員

には若い方もいらっしゃるので，自分の近未来のイメージを持ちやすいと思います。そ
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ういうモデルを示すという意味も含まれて

います。 

  役割を超えてとか，自分の役割でないこ

とをやろうとしても無理がありますし，あ

るいは学生と大学という，法的に言えば契

約関係の中でやるべきこと，やってはいけ

ないことがあります。それを超えないとい

う意味でも，自分の役割を踏まえた動きが

あります。 

  それから，皆様は大変お忙しいと思います。ですから，学生とつき合う時間的な制約

があります。でも，時間がないから何もできないということではなく，５分でも10分で

も，その時間の中でできることは必ずあります。学生の相談あるいは学生に対応する時

には，あらかじめどのくらいの時間が使えるかを示すとよいです。その時間の中では無

理だという時には，別の機会を改めます。時間がなくて気がせいて早く切り上げようと

すると，学生は自分の話なんか聞いてくれないなと感じます。あるいは，学生が期待し

ていろいろ話そうとしているのに，途中で「はい，これまでね」と言われれば，もう相

談する気がなくなるでしょう。役割と同じように時間的な枠組みもあったほうがよいで

す。それは，学生がその時間の中で，自分は何を伝えて，何をもらえばいいのかを考え

て話すトレーニングになります。 

  それから，学生に対応するのには適切な場所や設定があります。例えば，窓口でカウ

ンター越しに話したほうがいいのか，個室で対面して話したほうがいいのかとか，電話

やメールを使ったほうがいいのか，呼び出したほうがいいのかとか，こちらが一人がい

いのか複数がいいのかとか，いろいろなシチュエーションによって適切な場所や設定を

考えます。そこに気を配ることで，話の内容をぐっと深くすることにもなります。クレ

ームや事件性がある場合は一人で対応しないほうが良いとか，個人的な話だったらほか

の人が気にならない個室を使うとか，あえてオープンな場所で話したほうがいいとか，

いろいろな設定があると思います。 

  それから，最後に相性です。どんなに努力しても，コミュニケーション力があったと

しても，やはり相性というものがあります。ですから，最後まで自分が責任をもってと

頑張らないで，交代するほうが学生のためであることもあります。ほかの人に相談する

こと，チームで対応すること，これも大事です。わたしたちが職業人として協力関係や

信頼関係の中で仕事をしていることを学生に見せる，示す意味でも，自分一人がこの学

生を守るんだと抱え込まずに，複数の人がチームで関わるのは大事なことです。 

  誰か特別な一人だけが自分のことを助けてくれたという体験と，大学のいろんな部署

でいろんな人が助けてくれたという体験とでは，その学生が社会に出た時に，社会への
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信頼感は異なると思われます。もちろんいろいろな人に助けてもらったほうが大きくな

るでしょう。ですから、一人で抱え込まないことは教職員自身だけでなく，相手の学生

にとって大事なことです。 

  次の「相手に合わせて」です。学生の話を聴くときに、学生が話しやすく感じてたく

さん話をしてくれるほうが，情報が豊富になります。相手が話しやすく感じるために大

事なのが，相手に合わせるということです。 

  例えば，相手との距離，こちらの姿勢，

表情，視線，声の大きさ，相槌のタイミン

グ，話す速さ，言葉遣い，相手の質問に答

える，相手のニーズに応える，相手が言語

化してこないことを推測して尋ねてみるな

ど，いろいろ挙げました。例えば視線を合

わせない学生っていますよね。いつも視線

が泳いでいるとか，ずっとうつむいている

とか。そういう学生にまじまじと目を合わ

せると，学生には脅威になってしまいます。学生がボソボソと小さい声で話しているの

に大きな声で対応したら，威圧的に感じられてしまうかもしれません。学生が離れて立

っている時にいつもの自分の距離に詰めていくと，学生は怖がって後ずさるというよう

なことがあります。ですから，なるべく相手を話しやすくさせるには，相手が取る態度

や言動に合わせておくのが無難です。 

  もちろん，人それぞれの個性はあります。話す速さが速い人も遅い人もいて，合わせ

るのが難しいこともあるかと思います。あるいは学生はじっと見ているけれども，こち

らがあまりじっと見られると落ちつかないこともあったりするかと思います。あくまで

無理のない範囲でです。 

  それから，本心は言語外に表れてしまい

ます。どんなにうまく隠しているつもりで

も，どこかに，ちょっとした表情などに表

れてしまうことが多いです。ですから、な

るべく本心を言ったほうがいいです。本心

と言っていることと違うなと思うと不信感

を抱きます。ネガティブなことや，あまり

聞きたくないことであっても，それを隠さ

れるよりは，言われたほうがずっとましだと思いませんか。本心では「嫌だな」と思っ

ていながら表面的にはにこにこ接して褒めたりしているひとに対して、「本当は怒って

いるんじゃないか」とずっと気にしながらいるよりは，いっそはっきりと言ってくれた
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ほうがいいと思いますよね。学生も同じです。 

  ただしその時に注意するのは、叱るとか注意するとか「それは駄目です」というよう

なネガティブなことを伝える時には，ネガティブな感情を乗せないで，なるべく平和に

冷静に伝えるのが大事です。内容は言語外でなく言葉で言ったほうがよいということで

す。察してほしい期待もあるかもしれませんが，すごく察しの悪い学生もいますし，い

つも察することばかりやって疲れている学生もいますから，言葉で言ったほうがよいで

す。遠回しに婉曲に言うほうが傷つかないかと考えるのは違います。婉曲な言い方をし

ても，自分がそれを言わないで済んだ安堵があるだけで，相手を傷つけないことにはな

りません。それよりは，冷静に率直に伝えるほうがよいです。 

  このSDの企画の趣旨の中で，どうしたら学生にやる気を出させられるのかという疑問

がありました。それがわかっていたら，自分の子どもにやる気を出させることができる

のにと思いましたが，やる気がないように見える学生にやる気を出させるということは，

まず無理だと思います。あの手この手でやる気を出させようとすると，学生にとっては

苦手意識を持ちます。今の学生は，褒めて育てる子育てが流行する中で育てられてきま

した。親たちは，こういうふうになってほしいとか，こういう方向に行ってほしいと仕

向けるために，褒めるというかおだててきました。褒めることとおだてることは違いま

すが，ともかく優しい操作を子どもの時からずっと受けていた人たちです。ですから，

人に操作されることに非常に敏感です。ちょっと気分をよくしてやる気を出させようか

と思って褒めたりすると，これはおだてて何かさせようと思っているんじゃないかとす

ぐに思ってしまいます。自分の思う方向に学生を誘導することは，むしろやらないほう

がいいのではないかとわたしは思っています。自分の希望としては，例えば，今年度に

卒業してほしいとか，資格試験には何とか受かってほしいとか，わたしの立場的に受か

ってもらわないと困る，といったことをいっそ言ってしまったほうがいいかと思います。

「あなたのためだから」という言葉は，学生はもう聞き疲れています。 

  やくざの手法というのがあります。質問するのです。例えば，「これ，どう落とし前

つけるつもりや」と言われると，何かしら答えますよね。「こうしろ」と言われたら

「嫌だ」と言うところでも，「どうするつもりだ」「何を考えてるんだ」と言われると，

「弁償させてください」と言ってしまうわけです。そうすると，「言ったじゃないか」

「約束しただろ」「自分で言ったことだろ」となってくる。 

  こういうやり方を，若い人たちはかなり受けてきています。もちろん，やくざではあ

りません。育熱心な親や先生から，自発的・自発性を促すという言葉のもと，このよう

なやり方をずっと受けてきています。このような学生は，「君はどうしたいんだね，ど

うなりたいんだね，卒業はするつもりがあるのかね」と言われると，「卒業したいで

す」と言ってしまうのです。ここは「卒業したい」と言う場面だと思うから言っている

だけで本心はよくわからないのに，「卒業したいのだったら，みんなで協力するから頑
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張りなさい」といった方向に筋書きが走っていき，自分は全然そのつもりがないのに乗

っけられていってしまい，大学に入るまでの人生の繰り返しがまた起きてしまうこがよ

く見られます。 

  例を挙げます。浪人した経緯について親御さんは「本人が浪人したいというので，私

たちとしては迷ったんですけれども，本人の希望を尊重して浪人させました」と話され

ました。同じことを学生に訊くと，そこそこの大学に一応受かったので，自分はそこで

いいやと思っていたら，『浪人はするの？』と言われたそうです。親は，浪人してもっ

といいところに入ることを望んでいるんだと思って，『浪人したいです』と言ったそう

です。そういう行き違いがたくさん起きています。 

  ここで何を言うべきか，何を望まれているかに学生は敏感に反応して応えますので，

親は本人と親の希望は同じだと思っているけれども，いつも相手に促されるままにずる

ずるとここまで来てしまったという学生にしばしば会います。そういう学生たちには自

分の立場から学生に伝えたいことをシンプルに言ったほうがいいのではないかと思いま

す。 

  そして，これはわたし自身がいつも自分に課していることですが，将来に希望が持て

ない学生たち，人との信頼関係とか，やりがいのある仕事とか，日々満足して暮らすこ

ととか，そういう希望を持てない学生に，大人は楽しいよと伝えたいと思います。仕事

でやりたくないことをやっているのではなくて，人との関係の中で自分なりに一生懸命

仕事することは，とても満足のいくことなのだと体現できているだろうか，学生が「生

きていくのってそんなに悪いことじゃないんだな」「働くのって，そんなに捨てたもの

じゃないんだな」と思えるように生きられているかを，そうでない時も時々ありますが，

わたしたち大人が見せてあげたいと思います。 

  先ほど役割の中で学生に対応するとお話しましたが，これはわたしたち個人に問われ

ていることであり，一人の人間として，一人の大人として学生に向き合うことも必要だ

と思います。 

  ご清聴ありがとうございました。 
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【第１部】グループディスカッション後の全体発表と質疑応答（概要） 
 

○宮城大学教員 

1-2年生の出席率（欠席率）や成績の推移（成績の低下）などの小さな問題が積み重

なり，3年生以降に顕在化することが多いのではないか。それゆえ，出席率や成績の推

移を1-2年生の段階から注意し，初期の段階からの情報共有が重要だと思う。 

○宮城大学教員 

学生間の関係については不明な点も多く，学生間の関係を判断するポイントは観察に

頼っている現状がある。そのため学生間の関係に関する情報が得られることが望ましい

のではないか。問題のあった学生の情報を，仲のいいグループの学生に聞けないかと考

えている。 

○山中教授 

グループの学生から当該学生についての有益な情報が得られる可能性は低い。むしろ，

情報をどう使うかを提示したうえで，学生に正直に説明し協力を得る方がよいのではな

いか。自分になにかあった際，この学生に聞いて欲しいといったリストを事前に書いて

もらうなど。 

 

○宮城大学教員 

宮城大学としては，経済的困窮にある学生に対する対応が不足しているのではないか。 

○宮城大学カウンセラー 

経済的困窮に対する相談がみられている。経済的困窮に対する相談というよりも，ス

トレスが高い学生との面談を通じて，問題を整理していく中で，経済的困窮が一因とな

っているケースがある。具体的に奨学金を申請する場合は，学生支援に相談をしている。

相談を受けた学生の中には，経済的困窮を親には相談せず，一人で抱えている学生もい

る。親には迷惑をかけられないという事情を抱える学生もいる。カウンセラーとしては

複雑な問題を１つずつ整理し，長期的に関わるケースが多い。感覚的ではあるが，経済

的困窮にある学生は増加していると感じる。学生のアルバイトも，掛け持ちすることが

日常的となっており，希望する金額のためには掛け持たざる得ない状況がある。経済的

困窮にある学生対応として，相談を受けた教員からカウンセラーに直接相談されること

が望ましいと考えている。 

○宮城大学教員 

アルバイトのため学業に専念できないといった問題もあるとの話がでた。経済的な問

題だけでなく，それに起因する学習面の遅れをどうサポートするか，大学側は考えなけ

ればならないのではないか。大学としてはSAやRAなどで経済的な足しにしてもらう等の

対応をした例もある。また，大学までの通学費が負担になり少しずつ休み，そのまま欠
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席しがちになるといった問題もあるのではないか。 

○山中教授 

経済的困窮の問題は，深刻である。支払いが出来なければ，大学との契約が成り立た

ないためである。大学としては，困窮した時に「周囲に支援を求められる」「支援がな

くても自力で生きていける」力を身に着けさせる教育が必要ではないか。 

立教大学では再入学の制度があり，現時点で学費の納入が難しければ，退学して余裕

ができた段階で再度学ぶことを勧める場合もある。 

 

○宮城大学教員 

複雑な問題を抱える学生に対して，卒後を見据えてどこまで支援すべきか。各学群で

も，今すでに単位取得や卒業研究に対して多くの支援を行っているが，将来を見据える

と，どこまで支援すべきか難しい。 

○宮城大学教員 

発達障害や障害を持つ人に対する支援は，他大学と比較しても宮城大学の支援は不足

している。発達障害を持つ学生に対して，一緒に学ぶ学生にも学びがあることを踏まえ

つつも，支援が発達障害を持つ学生に集中することに悩む。 

○宮城大学教員 

不本意入学や学習への意欲がない，両親，高校の進路指導の教員からの勧めで入学し

た学生に対して，そこまで支援をすべきか，ある段階で見切りをつけるべきではないか。 

○山中教授 

大学の教育は，全ての学生に対して公平性と合理性の限度の中で行うことが原則では

ないか。発達障害への対応は難しい問題であり，保護者と学生，支援者がともに納得で

きることが必要である。大学はどこまでも支援することはできない。また，本人の意欲

や意思については，大学側の考えを単純に当てはめて考えられない部分があるため，個

別に落とし所を見つける必要がある。 

卒後の支援については，大学は卒後の学生に対して権利も義務もないことから，在学

中に「周囲に支援を求められる」「支援がなくても自力で生きていける」力を身に着け

させる必要があるのではないか。 
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【第２部】 
 講演「⼤学におけるハラスメントリスクとその防⽌策・対応について」 

レイ法律事務所 弁護⼠ 髙橋 知典 ⽒ 
  
  ご紹介いただきました，弁護士の髙橋知典と申します。本日はよろしくお願いいたし

ます。皆さんの役に立つようお話しさせていただければと思っておりますので，よろし

くお願いいたします。 

  レイ法律事務所，こちらが代表が佐藤大

和と申しまして，宮城県石巻出身の弁護士

でございます。テレビにも結構出ておりま

して，もしよろしかったら，検索いただけ

ればと思います。 

  私たち，宮城出身の佐藤のオフィスでも

あるので，レイ法律事務所というのはＲＥ

Ｉと書くんですね。ＲＥというのはリスタートという意味でして，Ｉというのが，彼の

中では石巻のＩもその１つ，幾つかある意味のうちの１つに入っているというふうに言

っております。宮城県，さらには石巻，そしてこの地域を全体としてパワーをつけてい

ただいて，ぜひとも日本でも一番熱いのは宮城だねというふうに言えるような場所にし

ていきたいというのが，うちの代表の思いでございます。私自身も，第二の故郷が宮城

だと思っておりまして，地元に帰るよりも宮城に来る回数のほうが多いですとか，最近

のうれしいところです。 

私自身も，先ほどお話しさせてもらったとおり，子どもの件をたくさん扱わせてもら

っています。なので，極端な話を言うと，ないとは思うんですけれども，場合によって

は，ハラスメントが起きたという学生の立場で弁護士としてお話しに来るということも，

実際にはほかの大学さんではあったりします。なので，私としては，今回お話しさせて

もらう中で検討いただきたいのは，逆側，学生さん側でひどい思いをした人たちがいた

場合には，その弁護士が何を考えているのかということを考えていただく時に，今日お

話しさせていただく内容というのは，非常にそのまま役に立つ内容だと思っております。 

  なので，皆様には，ぜひいろいろな立場からお話を聞いていただければというところ

の１つとして，ある意味主戦場が学校であるという弁護士が，どんなことを考えている

のかという側面から見ていただけたら，ありがたいなというところでございます。 

  わからないことは，終わった後の質疑応答でどんどん聞いてください。私のほうで必

ず答えをさせていただきます。なので，ちょっとわかりづらいなと思ったら，最後に質

問するんだというつもりで構えていただければありがたいです。では，早速内容に入っ

てまいります。 
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  今回のセミナーでの狙いというところ

ですね。ハラスメントについて50分間で，

もう既に時間がたっていますけれども，

講演させていただきます。 

  細かいことは，ぜひ細かい本で検索し

てください。かといって，基本的な内容

というのは，今までも何度も皆さん説明

を受けているはずです。なので，細かい内容には入らないで，でも基本的な内容だけで

も不足です。その間をとって，即役に立つように，基本的な言葉の意味を深堀りする，

これがこのセミナーでの話の前提になります。 

  まず，ハラスメントというものがどれだけの影響のあるものなのかというところにつ

いて，これも既に知っていらっしゃるとは思うんですけれども，話します。知らなかっ

たら，ちょっと足りないかもしれないと思ってください。 

  ハラスメントの現状です。最近の個別

労働紛争の相談で，平成14年以降の調査

と比較すると，相談件数10倍以上，割合

では４倍です。これがハラスメントの相

談なんですね。右肩上がりに上がってい

くもの，これがいじめ，嫌がらせ，そし

て大人が答えたという，これは職場の内

容，どんどん増えているんですね。なので，この国では，もともと多分あったんですが，

最近そういった問題があるぞということで，相談ができる環境が整いつつあります。そ

の結果として，以前よりも紛争になりやすい，問題になりやすい状況が徐々に生まれて

きているということが言えるわけですね。 

  そして，ハラスメントについてという

ところで，これびっくりすると思うんで

すが，今現在，ハラスメントと名前のつ

いているもの，ざっと上げてもこれぐら

いあります。パワハラ，セクハラ，マタ

ハラ，アルハラ，この辺までは皆さんご

存じだと思います。モラハラ，アカハラ，

ここまでいいですね，セカハラとか，ジェンハラとか，ドクハラとか，カラハラ，ブラ

ハラ，スモハラというふうに，ずっとやっていくんですが，覚えていただかなくて結構

です。ジェンハラというのは，私，最初聞いた時にジェンガハラスメントという，ジェ

ンガをやる時に，ガシャンとやるような人のことかなと勝手に思ったんですが，ジェン
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ダーハラスメントですね。男らしさ，女らしさ，そういったものを強要する場合。ドク

ハラって何というと，ドクターハラスメントですね。皆さんあまり，そこまでというと

ころではあると思うんですけれども，スモハラ，スモークハラスメント，タバコですね。

そういった話題とか，結構ハラスメントとつくものが増えています。 

  だからといって，これらが全て問題にな

るわけではないんですが，実際にはハラス

メント暴露の危険性というところで「Ｍｅ 

Ｔｏｏ」運動ですね。ＳＮＳとかで，私も

やられたということで，後で言われること

があるので，今現在問題になっていないと

いうことは，全然安全弁になっていると思

い込むのは間違いなんですね。今現在も被害を受けていると思っている人がいたならば，

いずれ，大きな波になって返ってくる可能性があります。なので，今問題になっていな

い，今まで問題になっていないことは，何の支えにもならないというふうに思っていた

だく必要があります。 

  じゃあ，どういうふうなものを考えてい

ったらいいんだといったところで，これも

知っておいてほしいのが，ハラスメント裁

判の現状です。ハラスメントの裁判は，さ

っき相談件数が増えているように，裁判自

体増えています。その中で，被害者心理の

理解ということがよく言われます。被害者

は声を出せないことを裁判所が理解しているんです。なので，よくあるのが，事件当初

何も言わなかったのが，卒業した後に問題化されたとか，さらには，１年前の出来事を

今さら言い出したとか，よく対応されている方の中では，そういう声が聞こえることが

ありますが，裁判所はそう考えません。基本的には，そのやられている当時に声を出す

こと，リアルタイムに対応することなんて無理だよねというふうに裁判所も考えていま

す。なので，本当に今起きていない，今問題になっていない，この間言いすぎちゃった

けど，あれ何も言われてないからセーフということではないんですね。後で言われる可

能性があります。 

  特に，セクハラに多いですけれども，刑事裁判における重罰化ですね。わいせつ行為

に関しては，非常に慎重に気をつけていただく必要があります。合意があったと思った，

皆さん言います。なので，それだけではフォローできない問題があるんだと，この後ち

ょっとやりますけれども，ぜひ検討いただきたい。 

  ３番，民事裁判における賠償額の高額化です。一昔前は，ＰＴＳＤで精神的な苦痛を
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受けたからといって，損害賠償の金額としては最大値100万円ぐらいが関の山でした。

日本ではそんなものだったんですね。ただ，実際には，近年よく言われているのがＰＴ

ＳＤと逸失利益，この逸失利益というのが問題で，要は，本当だったら働けたのにＰＴ

ＳＤになって心が病んでしまって働けなくなっちゃった。５年間働けなかったので年収

の５年分ください。こういう損害賠償が実際に通るようになっているんですね。そうい

った意味で，実際に3,900万円の損害賠償が認められた事例もございます。なので，近

年，損害賠償額が高額化しているんだというところも，ちょっと注意が必要です。 

  ４番目，裁判の長期化と対応費用。これは弁護士費用等ですね。実際には，皆さんが

仮に訴えられてしまった場合には，弁護士をやはりつけなければいけません。その時に

は，学校側で用意する弁護士とはまた別に，自分用の弁護士なんかもつけなければいけ

なかったりとか，さらには弁護士に呼ばれて繰り返し事情聴取に応じなければいけない

なんていう負担もあったりします。その関係で，繰り返し行っている間，時間がかかっ

てしまう。 

  さらには，これが気の毒な話なんですが，風評被害がやはりあります。あの人は訴え

られたらしいよ。訴訟になっている間，１年間，２年間ぐらいはずっとこの裁判自体続

きます。そうすると，この風評被害が消えないです。今，実際に風評なのかどうかとい

うのが，ちょっと微妙なところではありますが，某大学の学長さんがハラスメントの問

題があったというところで，少し学内で隠蔽があったというふうなことで，ニュース報

道が出たりしています。その後どういう状況になっているのかとか，追加の報道がある

わけではないんですけれども，やはり一度出ると，ネット上からその名前は消えません。

なので，今後検索すると，やはり出てきてしまいます。そういう名前が出てきてしまう

状態になると，気の毒なのが，翌年以降，授業なんかを持とうとすると，やはり学生た

ちが結構検索してきたりするものですから，あの先生，ハラスメントした先生だという

ふうなことを，何かにつけて言われてしまう，そんなリスクまであったりします。そう

いった意味では，ネットトラブルとの兼ね合いと風評被害というのは，もうかなり見逃

せないリスクになっています。 

  こういったハラスメントの問題が結構

起きていて，要は，結構致命的なリスク

になるわけなんですけれども，その致命

的なリスクであるハラスメントの問題を，

皆さんの声を聞いてみると，よく言われ

るのは「ハラスメントは嫌なことをやっ

てはいけないということですよね」，ハ

ラスメントは嫌なことという意味ですから，嫌なことをやってはいけないということで

すよね。そうすると，業務上必要な指示を出したりとか，さらには何か相手との談笑の
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ために，コミュニケーションのために話しかけてあげたのに，それをハラスメントと言

われちゃったら，こっちは元も子もないよ，立つ瀬がないんだよとか。 

  上は萎縮してしまうチームですけれども，逆に攻撃的になる方もいて，甘ったれてい

る，そんなふうに何でもかんでもハラスメント，ハラスメントとうるさいんだ。そんな

ことにつき合ってられないんだよと言って無視する方。多くの場合，悩んで悩んで，挙

げ句にどちらかに割り切る方が多いです。 

  ただ，今日ぜひ覚えておいてほしい１

つ目の考え方がこちらです。ハラスメン

トには，二重の基準があるということを，

ぜひ覚えておいていただきたいんです。

ハラスメントと言われた時に，考えなけ

ればいけないのは，この２つの基準があ

って，それぞれにハラスメントの意味が

あるんだということを，ぜひ今日，皆さ

ん頭の中にインプットしていってくださ

い。何がというところで，次から説明に

入ります。 

  まず１つ目の基準。相手が嫌だと感じ

ればハラスメントです。これはよく言わ

れますね。いじめ防止対策推進法という

法律があります。これは高校とか中学だとか小学校だとかで，ずっと言われていて，今

の子たちは，この基準である意味生活をしてきているわけですけれども，ここで言われ

ているいじめの基準は，まさに相手が嫌だ，本人が嫌だと感じればいじめだというふう

な水準でやっています。 

  この考え方は，しないため，させないため，相談を受ける時，普段の指導で心がける

必要のあるハラスメントの定義です。これはとても大事です。相手が嫌だと感じればハ

ラスメントなんだよ。これに対して「うるせえ」って言っちゃう人もいるんですけれど

も，そんなことはない。普段の生活の中では，この基準でぜひ活動していただきたい，

そういう基準なんです。 

  その一方で，ここから先もまた大事になってくる。一定の基準を超えるものをハラス

メントと呼びます。これは，裁判で問題になる要件です。相手が嫌だと思えば全部ハラ

スメントになるわけではないんですね。そのうちの一部だけなんです。そのうちの一部

というのはどういうものかというと，裁判例で実際に問題になる一定の水準を超えたも

のをハラスメントと呼びます。人を傷つけた，社会的に見て人を傷つけたと言えるかど

うか。そういった水準で把握していくのが裁判例で問題になる基準です。この後，この

－　　－29



 

 

基準について説明させていただきます。 

  この時に気をつけなければいけないのは，この基準でやらないと，懲戒や指導で対応

する場合に，こちらの思考が必要で，過剰な処分は逆側から，処分された側から裁判を

されます。ハラスメントだって相談を受けて，あいつひどいやつだと言ってすぐに処分

したら，その人から逆に「こんなことされるなんてひどいじゃないか」ということで，

逆側の裁判を招くリスクがあります。なので，そういった意味では，この両方の感覚を

私たちは知っておかなければなりません。 

  不足するとどんなリスクがあるのかとい

うところを見ていくと，相手が嫌だと感じ

ればハラスメントなのに，この感覚を持っ

てない人がいます。そうすると何を言うか

というと，自分が嫌ではないので「あれく

らいいいじゃないか」とやった側が言いま

す。「あれぐらいいいじゃん，ハラスメン

トなんて何言ってんの，別に大したことないよ」というふうに言うんですね。 

  次，被害者として相談にきた人に，第三者の立場ですね，誰々さんに，こういうこと

されたんですと来た時に，「そんなくだらないことで，私の時間をとらないでもらって

いいかな」。くだらないんだと，ちょっとしたことじゃないかというふうな話をするん

ですね。さらに言えば「あなたの受け取り方次第でしょう，そんな大したこともないの

にさ」。この「大したことないのにさ」の中に抜けているのは，ハラスメントは，その

人が感じればハラスメントだという意識が抜けているので，「私は感じません」という

ふうに言うんですね。それってハラスメントではないと思いますと，その人に押しつけ

たとしても，その人が納得しなければ変わらないはずなのに，自分の意見をその人に押

しつけてしまう方がいます。これはよくありません。なぜかというと，その相談を受け

た人のその発言が，次のハラスメントとしてターゲットにされてしまうからなのでもあ

ります。その人自身のためにもよくありません。そんなアドバイスをするぐらいだった

ら，黙っていたほうがいいです。 

  そうではなくて，その方が負担を感じていたならば，「そうなんだ。あなたにとって

はハラスメントだったんだね」，そこを受けとめてあげる必要がどうしてもあります。

これが，相手が嫌だと感じればハラスメント，入り口の部分です。 

  ただ，こういうことを言ってしまう方の中には，多いのは，背景に自分も昔やられて

いた方が多いです。自分も昔，嫌だった。だけどそれを私は乗り越えて，今，ここにき

ているんだ。だから，あなたも乗り越えたほうがいいんだ。これは，論理として通って

いるように見えるんですが，ＤＶの被害者の方が，次の自分の子どもが生まれた時に加

害者になる時に，同じことを言っています。昔，自分が親父に叩かれて育った。だから
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俺も子どもを叩くんだ。この間問題になった，子どもが死んでしまった事件がありまし

たけれども，ああいった事件でも，親御さん必ずこういうことを言います｡ 

  なので，ぜひ，この言葉が頭をよぎった時には，自分も被害者だったんだなというふ

うに思ってあげてほしいぐらいです。自分も被害者だったんだな。あの時，俺はつらか

ったけど我慢したもんな。でも，次の世代にそうしないようにしようというふうな意識

を持っていただきたいのが，相手が嫌だと感じればハラスメントのところで覚えてほし

いことなんですね。 

  その一方で，視野が不足することで起き

る問題，もう１つが，一定の基準を超える

ものだけがハラスメントという意識です。

被害者の言い分だけで即対応，即指導，そ

して過剰な処分，これをやる学校はありま

す。ハラスメントを受けた。セクハラを受

けました。「何，とんでもないやつだ。よ

し，すぐ呼び出せ。お前何やってんの，とんでもないことしやがって。俺の顔に泥を塗

ったな。お前なんて出てけ」すごい大騒ぎしちゃうんですね。相談者に偏りすぎて，で

きることではないのに対応を約束したりします。「よし，わかった。お前ひどいこと受

けたんだな。じゃあ相手のやつを退学にさせてやる。俺に任せとけば大丈夫だ」この約

束が被害者の方にとっては，すごい天からの授かり物ではないでないけれども，大感謝

されます。 

  ただその一方で，実際にやろうとしたら，例えばそれこそハラスメントであると顧問

弁護士に相談したら「社長，そんなことできませんよ。そういうの無理です。この後裁

判やられたら，むしろうちの会社負けますよ。」と言われた時。そうしたら，ある意味

「ハラスメントだ。出てけ」と言って出ていった人が，校門を「どうだ，判決勝ったぞ。

入れろ」と言って，堂々と入ってくることになっちゃいますよ。それではさすがにメン

ツ保てませんよね，なんていうことも後で起きたりするんです。そうすると，被害者の

方が「なんであの時約束してくれたのに」，こういう壁にまたぶち当たって，今度は被

害者側の方から訴訟のリスクを負うことになりかねません。なので，そういった意味で

は，偏りすぎた約束はしない。一定の基準を見ておく必要があります。 

  実は，あまりこういう話をすべきじゃないかもしれませんが，地域的な差があります。

実は，私の感覚的には，関東より以北の方で，学校で相談を受けるのは，このパターン

が多くて，相談をされたけれども，全く対応してくれない。だけれども，隠蔽している

わけではないんです。何もしないんです。判断をしてくれないんですね。ジャッジが出

ないんです。この状態で，何でなのかというところで，私，よく話し合いに行くんです

けれども，その時に出てくるのがこれです。基準が実は内部でわかってないんです。ど
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の基準までいったら，どの処分を出すというのが，はっきりしないから，自分たちの内

部で話し合いを持っているんだけれども，結論が出ないまま何もしないんです。その何

もしない姿が，被害者からすると隠蔽されたというふうに見えちゃうんですね。判断が

できないだけなんです。やったことがなくてわからないだけなんですが，被害者側から

見ると，対応してくれない，隠蔽している，こんなふうに見えてしまうことがあります。

これは基準を覚えておけば，ある程度対処ができるようになるので，この点，ぜひ覚え

ておいていだたきたい。 

  そういった意味で，教育現場におけるハ

ラスメント，ざっと見るとセクシャルハラ

スメント，パワーハラスメント，マタニテ

ィハラスメント，アルコールハラスメント，

こういったものの基準をある程度自分たち

の中に落とし込んでおいていただいて，そ

して，被害者の気持ちになっていただくこ

と，この二重の基準は，両方必要なんだということを心の中に入れていただいて対応い

ただけると，皆さんのリスクは劇的に減らせるものと考えています。 

  では，早速なんですが，ハラスメントと

は悩ますこと，嫌がらせという意味なんで

すが，これ定義です。皆さんも何度か見た

ことがあると思うので，無理にメモをとっ

ていただく必要はありませんが，セクシャ

ルハラスメントは性的な冗談やからかい，

食事やデートへの執拗な誘い，身体への不

必要な接触など，相手の意に反する，ここだけ覚えておいていただければ結構です，相

手の意に反する性的な言動が行われた。そして，拒否したことで不利益が与えられたり

とか，職場の環境が不快になることを言います。要は，罰があるんです。性的な接触，

デートを含めた何かを求められて，断ると嫌なことが起きる。例えばデートの誘いをす

るとか，そういったもの自体は，実際にはこれがいけないとかということではないんで

す。それを断った側に，不利益がその後あるかないかがとても大事です。その後に「あ

いつ何か断ったらしいよ」とか，例えば「あのぐらいのジョークも通じないやつなんだ

って」とか，そういったマイナスのお話が広まらなければいいんです。それさえなけれ

ばいい。だけれども，実際にはこれはセットになっていることが非常に多いので，そう

いった意味で，そもそも性的な言動はやめておきましょうというのが，よく出てくる対

応策ではあるんですけれども，実際には，不利益なことがその後に起きるかどうかが，

裁判での基準にはなっています。 
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  パワーハラスメント，これは最近多いです。なので，皆さんもぜひ，ちょっと見てい

ただければと思うんですが，同じ職場で働く者に対し，職務上の地位や人間関係などの

職場内での優位性を背景に，これは何を言っているかというと，部下でも上司より強い

人がいるんです。チームで仲間つくっちゃって，「あいつ本当に使えないよね，あの上

司」とかということを，下のほうの人たちがチームになって，上司の人をないがしろに

するなんていう例もあるので，必ずしも職場の上下に限りません。優位な立場を使って，

ここです，業務の適正な範囲のところです。仕事なので厳しさは必要です。なので，厳

しいことを言ったらハラスメント，そんなことはないんです。必要な範囲を超えてやっ

た場合に，ハラスメントになります。パワハラになります。だから，仕事上を超えて必

要かという視点が絶対に必要になってくるのが，このパワハラなんですね。 

  ここもいこうと思うんですが，セクハラ

の関係，基準ですね，先ほど言ったとおり，

相手の意に反する不快な性的言動というと

ころでして，両者のそれまでの関係とか，

言動の行われた場所，反復・継続，被害者

の対応等を総合的に鑑みて，なんていうと

ころが赤字になっていますけれども，実際

には，広々と見ます。なので，その言動１個で，例えば性的なジョークを１回言ったか

らアウトとかということではなくて，その前後のお話を全て見ていって，その言葉にど

んな意味合いが含まれているのかなというところも含めて裁判では判断されます。 

  なので，１回きり言ったから，必ず裁判で問題になるとか，ちょっと言ってしまった，

デート誘ってしまったからもう問題だとか，そういうレベルではないということで，そ

の限りにおいては安心していただいて結構なんですが，セクハラというものは，基本的

に相手の意に反する不快な性的言動です。基本的に，パワハラと違って仕事場で言う必

要がありません。性的な言動を職務上どうしてもしなきゃいけないんだということは，

まずないですね。なので，セクハラは，余計なことを言わないでねというのが基本的な

セクハラの対応になってくるところではございます。 

  職場におけるセクシャルハラスメント，

ここら辺は，時間がある時に，ぜひ，もし

よろしかったら，見て頂ければと思います。

ただ大事なのは，不利益なんですね。支障

が生じたとか，断ると，「空気悪いよな，

あいつ空気読めねえよな」とか言うのは絶

対駄目よというのがセクハラのポイントに

なります。 
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  ハラスメントと法律，パワハラですね，

こっちが意外と難しいです。先ほど挙げた

ように，同じ職場で働いている人に対して，

業務の適正な範囲を超えてやった場合です。

適正な範囲の中であれば，厳しいことを言

ったってしようがないんです。「おい，何

やってんだ。そんなことやってたら，お前，

死んじゃうぞ」，命がかかった職場であれば，なおのことそういう言葉で言わなきゃい

けません。なので，厳しいことを言ったらアウトではなくて，必要のないことをしたら

アウトなんだというところがあります。 

  じゃあ次を見ていくと，これなんですね。

ハラスメントで，よくやられている。でも，

ジョークみたいな絵ですよね。ただ僕，偶

然にも全部見たことがあるんです，最後ま

で。大人ですよ，みんな，これどっちも大

人なわけですよ。だけども，現場では感情

が煮詰まると，子どもみたいなことをやっ

ちゃうんですね。なので，すごく気をつけてほしいんですが，まず１つ，パワハラの６

類型とよく言われていまして，身体的攻撃（暴行，傷害）です。物を投げるのも暴行で

す。なので，これ警察来ます。なので，本当に人に向かって物を投げたりとか，怒った

からバンとやったりとか，そういうのは絶対やってはいけない。これは暴行，傷害です。 

  精神的攻撃（脅迫，暴言）ですね。例えば「バカ」とか「アホ」とか，そういう言葉

って職務上要らないはずなんですね。「バカ」「何が」という話になってしまうので，

あまり意味がないんですね。精神的攻撃というものは，特にわかりやすいのは「バカ」

とか「アホ」とか，そういったものが入ってくるというところになります。 

  次，人間関係からの切り離しですね。隔

離，仲間外し，無視ですね。これ意外とあ

ります。結構多いです。仕事ができない，

使えないから，あいつは○○なんだという

ところで，よくこういうのがあります。 

過大な要求。不要なことや不可能なこと

の強制です。これは，過大な要求自体がい

けないんじゃないんですね。厳密に言うと，不要なことや不可能なことを要求している

場合です。できもしない人にコピーをとらせるとか，さらには，毎回毎回，無駄に掃除

をさせたりとか，場合によっては，ずっと一日中机を窓側に向けて座ってろとか，そう
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いったようなことを求めていくと，これは過大な要求とかって出てきます。 

  これ，過小な要求にも関わってくるんですが，仕事を与えない，程度の低い仕事しか

やらせない。本人の能力水準があります。職責が何よりもありますね。例えば部長とか

課長とか主事とかという役職がついているのに，従来，その役職に与えられていた仕事

が一切ない場合ですね。日本の場合，降格とか解雇するというのが非常に難易度が高い

関係もあって，嫌がらせという形でそれを発散する方がいます。そういうことは許され

ないというのが，過小な要求。 

  もう１個はプライバシーの侵害です。私的なことに過度に立ち入ります。なので，お

前は結婚してないからこういうことをするんだとか，そもそも人の気持ちがわからない

のは，お前の家族がどうのこうのとか，親がどうだとか，そういったことを過度に入っ

てきたりするんですね。仕事も終わってないのにどこどこに遊びに行くのとか，そうい

うふうなことで人のプライバシーの中にどんどん入っていこうとするのも，これもパワ

ハラになっていく可能性があります。 

  なので，職務上必要なことかなということですね。常に自分たちの中でも考えていた

だく。これがパワハラを１つ見抜く方法になります。 

  パワーハラスメントの判断基準の中で，

さらに言うとグレーゾーンの判断のポイン

ト，業務の範囲内かというところについて

は，今，５つ上げさせてもらいました。こ

れぜひ見ていただきたいのが，指導・指示

の関連性・必要性。指導・指示に無関係の

言動かどうか。これって仕事してもらう上

で必要かなということを常に考えてください。 

  言動の内容は，内容が程度を超えていないか。人格を否定する，バカとかアホとか，

さっき例で挙げましたけれども，こういった発言になっていないか， 

  言動の態様，言い方が威圧的，大声で怒鳴ったりとか回数ですね。生まれながらに大

きい声の人っています。結構裁判になっている事例の中には，そういう方がいらっしゃ

います。地域的に話し方が雑だったりとか，方言で，関西の方が結構裁判例で出てくる

んですけれども，「何でこんなこともできんのや」「お前，何考えとんじゃ」というふ

うなことをパッと言ったりするんですね。そういった言葉がハラスメントと受け取られ

てしまう可能性がありますので，ちょっと自分の声大きいか小さいか，その辺も実は人

の意見を聞いたほうがよかったりします。 

  ④言動の場に配慮はあったか。みんなの前で個人的なことを指導するというのは，ハ

ラスメントに該当しやすいです。こういった話をしている時に，うなずいてくださる方

がいらっしゃいます。うなずいている方を見ると安心するんですが，「へえ」という顔
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をしている人が多いと，ちょっと不安になります。これ結構大事です。言動の場に配慮

はあったか。例えば今，私がこの壇上から今のように，こういう人はいいけど，こうい

う人は駄目だと言うと，聞いている人からするとふっと，もしかして俺のこと言ったか

な，私のこと言ったかなと不安になるんですね。これです，この効果です。ある意味，

周りの人間がみんな見られているので，あの人，今寝てますよねとか，あの人，今携帯

いじってませんかということを僕が言ったら，多分みんな見るんですね。それが威圧効

果になるわけです。なので，個別の指導というのがとても大事です。ただ，１対１もリ

スクです。その時の考え方としては，２人とか３人程度が一緒に席を並べてお話をさせ

てもらうとか，ある程度，こういう場の端っこのほうで，みんなが見ている中で，だけ

ども声が聞こえないくらいのところでお話をするとか，そういった内容で，相手に配慮

を示しましょうということになります。これで裁判例になったのは，その人がつくって

きたレポートをパッと取り上げて，みんなの前でバッと捨てて，お前はどうのこうのと

かというふうなことを大騒ぎしてしまったという事例があったりしました。そういうこ

とをやってしまうと，当然アウトですよということになります。 

  ⑤教育・職場環境ということで，労働環境・職場環境に配慮があったかというところ

で，相談する場所がないとか，さらにはその人に嫌われてしまうと，ほかに行くところ

がないとか，そういった条件になってくると，受け手側の余裕がなくなります。その状

況でされたハラスメントは，より厳しい判断を受けやすくなります。なので，逃げ道を

つくった上でお話をするということが，実はとても大事になってきます。 

  こういったところを，ぜひ皆さん，もう

ちょっと検討しながらお話をしていただき

たいところではあるんですね。そういった

中で，仕事を原因とする精神への影響とい

うところで，これは過労死の防止対策白書

ですね。これ，労災の請求件数です。実際

に労災の請求件数，ずっと右肩上がりで増

え続けています。多分，今後も増え続ける

んじゃないかなと思っています，大きな面

で言えば。これは，精神的な苦痛に対する

働いている人たちの気持ちが，よりセンシ

ティブになってきている，厳しく見ている

というところでございます。 

  ハラスメントを防止するにはというところで，仕事を原因とする精神への影響という

ところで，実際に労災が認められた事例です。これもずっと増えてきています。オレン
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ジのが自殺だとか未遂を含んだ重大案件

に関する件数なんですが，それが急増し

ているわけではないんですが，全体的に

はずっと精神的な負担を受けているとい

うことで，労災認定が認められている案

件が増えてきているということになりま

す。 

  なので，今の時代は，ちょうどパワハラがマイナスのものとして評価されている時代

だというふうに覚えておいていただきたいんですね。職場の人間関係や仕事のストレス

など，仕事に関係することが要因で精神障害が起きたとして労災を請求した人数は増加

していて，これは即ち心の課題をマネジメントすることの常識が求められているんだ，

職場内でそのマネジメントも必要なんだ，という時代の表れである，背景であるという

ところは，ぜひ覚えておいていただきたいところでございます。 

  ハラスメントの対応関係というところ

で，実は私のところにも結構来ます。よ

く相談に来るのは教員と教員ですね。例

えば，教授の方から助教の方にとか。そ

ういった方で，教員と教員の間にも起き

ますし，教員と職員さんでも起きますね。

事務職の方に対しての言動が，先ほど上

げた某大学の方は，どうやらこれが起きたみたいなんですね。 

  あとは職員と職員ですね。これも上司の方から，課長さんからとか，部長さんからと

かというふうなことで，職員と職員ということもありますし，教員と学生，これは昔か

ら言うアカハラの例ですね。アカハラというのは，実はパワハラのアカデミック版だと

いうふうに思っていただくと，今は整理がわかりやすいと思います。教育指導の上で必

要以上の発言をすると，アカハラになりやすいんですね。なので，パワハラとしてまず

捉えていただくのが正しいと思うんですけれども，教員と学生さん，この間もよく相談

に来ます。 

  学生と学生も，最近よく起こります。後輩と先輩ですね。皆さんは，実は安全配慮義

務という義務を負っています。なので，子どもたち，学生さんたちが学校で勉強できる，

大学で勉強できる環境をつくって差し上げるということで，実は大学側のサービスの内

容なんですね。これは，国際法的に見て，私は，日本が結構レアケースなんじゃないか

なと思っています。かなり厳しいなというふうに私は思っています。 

  なので，学生たちが学校に来るチャンスをつくるのは，学校の先生たちの責任なんで

す。大学の先生方の責任なんですというのが日本の考え方で，そうすると，学生と学生
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で結構問題になるのが，ハラスメントの中でセクハラが多いなというふうに私は思って

います。 

  あまり恋愛経験がないままに，学校の中に入って，勉強の上下関係を，例えば女性の

後輩の子がいて，男性の先輩がいて「俺，すごい勉強できるだろ」「そうですね，先

輩」「いや，これもわかるだろ」「そうですね，先輩」，この関係性を自分への尊敬の

感情というふうに受け取ればいいんですが，残念ながら，結構多いんですよね。勉強が

できるとか，頭がいいと褒められることを，まるで小学校の頃の足が速いと勘違いして，

「足が速い，すごい，好き」というふうに言われた時代を，まず心のどこかにみんな覚

えていて，頭がいいと言われたことに対して，なぜか，きっと彼女は私のことを好きな

んだと思ってしまう。学生さんも，さらには，場合によっては教授の先生もいらっしゃ

ったりすることがあって，その結果として，性的な関係を迫ってしまうなんていう事例

があります。 

  言われた女性側も，もしもここで断ったら，何かこの後，不幸なことが起きるんじゃ

ないかしらというところで，不安があるものだから，明確に否定しません。明確な否定

をしないことで，どんどん先に先に進んでしまって，ある日限界だということで，相談

を女性がして，その時にはよっぽどひどい事件になっているので，その時には大騒ぎに

なってしまって，退学だとか，場合によっては解雇だなんていう話に発展してしまうな

んていうのもあったりします。 

  ここで，抜けているパターンが１つあって，それが何かというと，職員と学生です。

実は，私自身はあまり相談の例がありません。これが，１つこの後の整理で出てくるん

ですけれども，ハラスメントが起きやすい要因や環境とも関わっているものと，私は考

えています。 

  というのも，あまり職員の方が学生との関係で上下関係を持つということが，一般的

には多くないからなんですね。ただ，ちょっとお話を聞かせていただくと，この大学の

中で，学生さんをアルバイトで学内に雇っていらっしゃったりだとか，いろいろな関わ

り方をされているようなので，そうなってくると，これは問題が起きてくる可能性があ

りますので，皆さん，今は何も起きてないから安心するというのはやめていただいた上

で，慎重になっていただきたいんですが，多くの場合は，あまり職員さんと学生さんっ

ていうのが表になりません。 

  それが何でなのかというところで，第２

の考え方，これをぜひ覚えておいてほしい

んですが，大学はハラスメントが起きやす

い環境です。これはもう残念ながら，皆さ

んが悪いとか，大学教授っていうのはね，

というふうなことじゃないんですね。純粋
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にシンプルに，大学の構造というのが，日本の構造の場合は非常にハラスメントが起き

やすいところにマッチングしています。なので，どうしてそうなのかというところをぜ

ひ覚えておいてほしいんです。これ，ぜひ覚えてください。ハラスメントが起きやすい

です。普通にやっていたら起きやすい環境だと思ってください。 

  よく，割れ窓理論なんて言ったりしますけれども，車の割れ窓が起きていると，割れ

た窓があると，当然，その地域は，悪いことしてるやつがいるから，俺も悪いことして

いいんだと思っちゃうというところで，犯罪発生率が上がる。だけども，ニューヨーク

の地下鉄なんて，今，日本企業が入ってきれいになりました。そうしたら犯罪が減った

んです。 

  なので，環境によって人間は左右されます。その上で聞いておいてほしいのが，大学

の環境はハラスメントがもともと起きやすい環境です，残念ながら。だからこそ，慎重

に考えてほしいんですが，なぜ起きやすいのか見ておきます。 

  まず１つ目，上下関係です。上下関係は

必要です。効率化のためには必須です。た

だし，人工的なもので，一度職場を出れば

関係はありません。仕事の出来と人間的な

上下，人としての価値に上下はないという

ところを明確に意識しておく必要がありま

す。時々，仕事ができていないあいつは，

罵倒されて当たり前だというふうな発想を持つ方がいらっしゃいます。これは，ロール

プレイングの中でロールにはまり過ぎています。その仕事に熱中しすぎて，もはや頭の

中がその世界の人になっちゃっています。これ一回捨てましょう。仕事が終わったら，

その途端にイーブンです。関係性に上下はありません。この意識を失ってくると，徐々

に徐々にハラスメントが起きやすくなってきます。 

  なので，上下関係は大事なんですが，上下関係は仕事が終わったら消滅するものだと

いう意識は必要です。その上で，礼節のために仕事が終わっても上下を続けるというの

もありますが，それはあくまでもサービスだというふうに思っていただく必要があると

思います。それは，部下の方もそうですね。上司の人は，いつでも自分に優しいなんて

いうふうに思ってはいけません。ここにはプライベートがくるわけですね。これ，忘れ

られがちです。 

  よくあるのが，滅私奉公のような形になる方が多いです。教授職になられた方々は，

今は大変な思いをされてなった方が多いと思うんですけれども，名誉ある仕事であって，

そこにとどまり続けるためには，大変な努力をされているわけですね。その努力をされ

た中には，当時のやり方が，今で言う落語家さんとか，古くからの芸能の道に通じるよ

うな滅私奉公のような仕事を求められて，自分の尊厳というのはなくて，全体にオール
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フォーワンとかワンフォーオールとかの求めに応じてやっている方も多いです。そうい

う感覚のままに，下の人に向き合うと，どうしても言い方が激しくなることが多いです。

なので，上下関係は疑似的なものだという意識を持っておいていただきたい。 

  次，閉鎖的な環境です。横のつながりが

ない，または興味がない場合ですね。お互

い情報を共有しないから，思い込みや異常

事態が是正されません。 

  これがよく言われるのは，横がないので

比較できない。行為者の権限が強いので止

められない。上下しかないんです。よくあ

るのは，私もよく大学案件もやらせてもらうのであるんですけれども，教授の先生方が

やっている分野が余りにも細分化されているので，その結果として，隣の研究生が何を

やっているのかということを厳密には知らないという先生が多いんですね。そうすると，

当然ですけれども，注意の内容って，やった，しでかしたことの大きさに応じて，やは

り怒られて当たり前という感覚はあります。命に関わるようなミスをしたら，当然，大

きな声で「何やってんだ」となりますし，逆に，ちょっと「ごめんなさい，寝坊しまし

た。」「よくないよ」，そういうふうな話になってくるわけで，事の大小で注意の大き

さっていうのは，やはり必然的に変わってきます。 

  その時に，隣の研究室ですごい毎日罵声が聞こえるんだけど，あれはどうしてなんだ

ろうかというところを，厳密にはわからないから，言うのやめておこうというところで，

お互いに遠慮し合って，結局何も言わないんですね。これは結構多いです。小学校，中

学校，高校も，担任制を残している学校さんって結構まだまだあるわけですけれども，

よく学級王国なんていう言葉が出ますが，まさに担任の先生しか現場を知らないので，

横のつながりがないから，横の教室で何が起きているかわからないということがありま

す。 

  この環境が，非常にハラスメントが起きやすくなります。横はないので，自分と同じ

立場の人間が今何をやっているのかわからない，比べられないんです。その結果として，

ひどいことを受けていても，比べられないから，ひどいと気がつかないんですね。さら

に言うと，権限を持っているトップレベルの人たちが，横同士で「お前，それやり過ぎ

だよ」と言ってくれれば，お互いに「そうかな」と言って聞けるんですけれども，横同

士が情報共有しないので，止める人が誰もいないんですね。下しかいません。そうなっ

てしまうと，ハラスメントは止められないという状況が生まれてしまうわけです。なの

で，閉鎖的な環境ですね。 

  次，これも致命傷になりやすいです。明確な相談場所がない。わからない場合も含み

ます。つくっていても，みんながわかっていなければ無駄です。ないのと一緒です。な
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ので，周知しておかなければなりません。

残念ながら，この周知が下手というのが結

構多いですね。 

ハラスメントは段階的です。例えば，セ

クハラだと，言葉でまず軽いジョークです

ね。何か性的なお話をしましょうみたいな

話で，簡単な言葉があります。次，飲み会

に誘います。そこで単純なボディータッチがあったりします。これは性的なものを含み

ません。ただ次に，性的なボディータッチが行われます。そして性行為の要求，だんだ

んグレードが上がっていってしまうんですね。これを途中で止めれば，簡単に止まりま

す。言葉の段階で同僚が，「お前，それ言い過ぎだぞ」とか「ひどいぞ」とかというふ

うに止めれば，すぐ止まるんです。「ごめんごめん，乗りすぎちゃった」，それで終わ

るんですが，結局，それを相談する場所がないと，ずっと先へ進んで，この⑤まで行っ

ちゃってから気がついたりすると，もう止める時には懲戒処分なしでは止められない状

況になってしまったりします。 

  パワハラも同様です。最初は大きい声を出しているだけだったのが，気がついたら人

格を否定する発言まで増えてきちゃうんです。なので，早めの対応が一番効果的です。

ただその時は，相談窓口の敷居をどんどん低くして，重症化される前に相談できる環境

をつくる必要があります。 

  これを簡単に図式化すると，左が一番よ

くない状況です。上下関係はあります。縦

に上から下へ行く上下関係はあるけれども，

横のつながりがありません。これ，研究室

とかって，結構こういう状況になりやすい

と思います。というか，なっているところ

はたくさんあると思います。なっていると

ころは，ハラスメントが起きやすいんだと思ってください。ハラスメントが起きている

かもしれません。ご自身がやっていなくても，もしかしたら，自分の下にいる方，さら

には学生はやっているかもしれません。 

  そしてさらに，右がいい形です。せめて横とつながっていこう。そして，上下関係も

情報が行き来できるような環境をつくっておこう。そして，最後に相談窓口を別に持っ

ていること。なので，右の形に近づいていれば，近づいていくほど，環境としてはハラ

スメントが起きにくい。さらには，起きたとしても早期に解決できる環境にあります。 

  ただ一方で，左の側のイメージに近ければ近いほど，そのリスクは高まっていると思

ってください。その上で，ご自身の研究室や職場がどの状態になっているかというとこ
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ろを，慎重に見ていただきたいんです。もしも，一番左側になっているようであれば，

もしかしたら今も起きているかもしれません。なので，そのつもりで周りを見ていただ

く必要があります。 

  ほかにも原因はあります。過重労働です

ね。これ，今度８月の後半に，事務局のＳ

Ｄとして，弊社の代表でも少しお話をさせ

ていただく機会が，ちょっと聞いていただ

く範囲は違うと思いますが，やらせていた

だきます。 

  過重労働というのは，ストレスがかかり

ます。ストレスがかかると，結果的にハラスメントが起きやすくなります。なので，ス

トレスが減るように過重労働をチェックしておきましょうというところはあります。 

  世代別の意識の違い。これは結構大きいですね。話し合いが，そもそも前提，バック

グラウンドが違うために難しかったりします。これは，今日，第１部であったと聞いて

いるような，チームワークで別々のチームで，世代を超えた話し合いなんかをする機会

を設けていくと，意外と共通点があったりして，意思疎通ができるようになったりしま

す。組織の力学を複雑にするために，知らない人と知らない人をいろいろなところへつ

なげたほうがいいです。そのほうが，いろいろなコミュニケーションができて，ハラス

メントが起きにくい環境ができます。 

  ハラスメント対策意識が根づいていないというところがあって，実は外部からこうや

って来て，話し合いできませんよというふうに言っているだけでは，基本的にハラスメ

ントは終わりません。某企業さんも，外部の人を入れて話し合いになって，2012年ぐら

いからずっと続けています。それでも少し前に話題になったようなハラスメントの自殺

事件が起きたりするんですね。 

  なので，外部からの意識づけでは結果的に変わりません。内部から，ハラスメントを

なくそうというはっきりとした意思表明が必要になってきます。このあたりがほかの原

因としても考えられるところでございます。 

  実際に対策というところで，「職場のパ

ワーハラスメント対策取組好事例集」なん

ていう，厚労省が出しているものがござい

ます。こういったものには，日本全国で頑

張ってパワーハラスメントを減らした，実

際に減らせた組織の代表的な例が集まって

います。もしも興味があれば，ぜひ見てい

ただければと思うんですけれども，ここでの事例を１つ挙げさせていただくと，全役員
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や従業員を対象とした研修と並行して，ハラスメントの有無とハラスメント意識の把握

のためのアンケート調査を，2,400人の従業員や，それらを対象として実施している会

社があります。そして，アンケート用紙は匿名で自由記述欄も設けた。さらには，提出

方法は郵便で，しかも後で出す郵便で，しかも人事部門に直接，直送して，しかも労組

の立ち会いのもとで，投函地域がわからないように，全部消印をさらに消していって，

徹底した環境の中でアンケートをとりました。 

  そうすると見えてくるんです，意外と。こんなにいっぱいあった。そのハラスメント

相談に上がったものに即して，ロールプレイングを実際に実施して，その中で，それぞ

れの立場をやるんですね。やった人間，やられた人間，そしてそれを見ていた人間，そ

れぞれの立場で全員がロールプレイングをやっていくんです。そうしていくと，何で上

司がこんな大声を張り上げたのかというのもわかるし，さらに言うと，なぜ言われた側

がこんなにつらかったかもわかるし，さらには，それをなぜただ見ていたのか，あれひ

どいなと思いながら，なぜ見ていたのかというのもわかるし，というところで，ハラス

メントを具体的に分解していこうというふうなことをやった会社さんがありました。 

  これは，なぜこれができたのかというと，アンケートです。情報共有ですね。これが

大事です。このアンケートの中，皆さんの頭の中に思っている，あれってひどくないか

なということを，さらには情報共有する際に，言ったからといって，すぐに処分しませ

んというふうなことを約束したらしいんです。やはり言って，上司の方がその後に処分

されたりすると，日本の方，結構優しいなんて僕は思うんですが，ハラスメント事例で

相談に来る方は，多くの場合が，２年ぐらいは最短でも我慢している人が多いんです。

「そんな上司，何で我慢してたの」と言うと，「その人も優しい時は優しいんです」と

いうふうなことで，結構ひどいことされている事例でも，実際にはずっと我慢している

人が結構多かったりします。なので，その人たちが我慢できる間に解決するという意識

のもと，処分はしないから情報だけ教えてというところで，ハラスメントの情報共有を

まず率先してやっていく。これ，とても大事なことであります。 

  次が，喫煙，ここの学校さんがどうなっ

ているか，ちょっと私，具体的にわかりま

せんけれども，事例２は，喫煙は個人的事

例とされていて，周囲への健康影響も大き

いけれども，現在では，残業時間を含む勤

務時間内は全面禁煙という形で，ハラスメ

ント対策の一環として全面禁煙をした会社

さんがありました。 

  これ何でそうしたのかというと，終業後の飲酒を伴う職場行事等で，周囲への配慮を

欠くマナー違反の喫煙がある。要は，煙草を吸いながら酒を飲むんですね。その時に，
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フーッと相手の顔に煙がかかって，コホンとやっていても全然気にしないんですね。む

しろ，それを面白がってやるような事例があったそうです。弱い立場の人たち，結局，

それ部下なんですね。社長の顔に煙は吹っかけないんですね。なのに，部下にはやるん

です。これ何でかと言ったら，どうせお前は俺に文句言えないだろうというのが，腹の

底にあるわけですね。ここに，結果的に受動喫煙を強いている，その場で喫煙をやめる

ように申し入れても変えない，大げさだというふうなことで留めてしまう。そこには，

セクハラやパワハラに見られるのと同じような無自覚な自己中心性と，他者への尊重の

欠落，上司にはやらないのに，なぜ部下にやるんですか，自分が裁かれる側だったらや

らないのに，なぜ自分が権限を持っているとできちゃうんですかという，シンプルな問

いかけに対して答えが見えないという構図ですね。これがあったから，ある意味，煙草

をきっかけとして，みんなにそれを考えてもらおうというところで，完全禁煙をした会

社なのでした。 

  なので，これも情報を集めてみたら，うちの会社ってそういうところで結構やってい

るらしいよというところが見えてきた。ここって男性が非常に多い職場だったそうです。

かなり老舗の会社で，昔からやっているので，昔からのルールで喫煙に対する感覚がそ

のような関係だったということでした。 

  もう１個ですね，対策３。中央省庁の例

です。現在，文科省と財務省でやっている

事例なんですが，360度評価というものを

やっています。これは何かというと，課長

級の人事評価に関しては，部下を指導する

マネジメント能力の向上を促すために，上

下構わず，上の人間が下の人間を評価する

のではなくて，下の人間も上の人間を，さらには同僚は同僚を評価するというところで，

360度の評価を実現しているというところが，今，広まっています。 

  これは電通さんとか，キリンとか，そういった会社さんも，これを取り入れています。

これは，やはり人は顔を見せる場面が違うので，それをやめようというところで評価を

入れているという，多面観察と呼ばれる指標だそうです。こういった事例があるそうで

す。こういった形でハラスメントを防止し

ている会社さんが増えています。 

  それがなぜ起きているのかというと，や

はり二重の基準があることと，ハラスメン

トが起きやすい環境が，大学，大きい会社

さんと似ているんですね。なので，この２

つの事例から，そういったことをやってい
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ます。 

  二重の基準を，なぜ今，覚えておいてほしいのかというと，大学は，やはり社会的な

職責が非常に高いところがあります。責任感が強いです。責任重く見られます。その結

果として，マスメディアは，被害者がハラスメントだと言っている事例であれば取り上

げる可能性があります。実際に某大学の事例はそうでしょう。なので，今後，皆様方に

おかれましては，被害者の方がハラスメントだと大声を出して訴訟にするという事例に

までなれば，メディアが皆さんの名前を実名で報道する可能性がございます。なので，

そうならないようにするためにも，二重の基準というものがあって，だからと言って裁

判になって負けるとかという事例ではないんですが，そういう慎重な判断が必要ですよ

ということと，潜在的にそういう事件が起きやすい環境で仕事をされているんだ。だか

ら，変えなきゃいけないんだというところの意識も持っていただきたいというところで，

今日の講義とさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。 

 
 
 
【第２部】質疑応答（概要） 
 
○宮城大学教員 

  ハラスメントについて，日本の場合何年前まで遡って訴訟できるのか。 

○髙橋氏 

多くの場合3年くらいが目処である。ただし時効は，症状が出てからカウントされる。

実際には10年まで遡り損害賠償される例もある。気になる事があったら場合，早めに謝

るのが重要である。 

 

○宮城大学学長  

  大学にとっては風評被害も大きな問題となる。大学はハラスメントが起きやすい環境

とのことであるが，組織が責任を取られる事はあるのか。 

○髙橋氏 

使用者責任があるため，大学は教員とともに責任を負う必要がある。環境設定につい

ても大学側の問題となる。切り離すことはできない。 

  何かあった場合，本人に謝るとともに上司に報告する事が重要。上司に報告する事で

責任を取らされたり，相談できない環境であれば，それ自体もハラスメントである。 
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【障害者差別解消法に基づく研修】 
「宮城⼤学障害を理由とする差別の解消の推進に関する教職員対応要領に関する説明」 

事務局  
 
事務局学務課学生支援グループの若居と申します。よろしくお願いいたします。 

  最後に５分から10分ほど，大学で定めている障害を理由とする差別の解消の推進に関

する教職員対応要領について，皆様がお集まりいただいたこの機会を使って，内容をご

説明させていただきたいと思います。 

  まず，大学の説明をする前に，国の流れ

をご説明いたしますと，平成18年12月に国

連総会で，障害者の権利に関する条約が採

択されました。日本は翌年に条約に署名を

いたしました。その後，日本では，障害者

基本法の改正に進みまして，平成27年に障

害を理由とする差別の解消の推進に関する

基本方針を閣議決定いたしまして，平成28年４月に障害者差別解消法を日本の国として

施行いたしました。 

  それと同時に，宮城大学でも，平成28年４月１日に「公立大学法人宮城大学障害を理

由とする差別の解消の推進に関する教職員対応要領」というものを施行いたしました。 

  こちらの要領があることをご存知でしたでしょうか。入職した時の研修で，もしかし

たらちらっとご覧になった方もいるかもしれません。あと，学部のＦＤなどで取り上げ

られたこともあるかもしれないんですが，その内容について，まず障害者差別解消法で

大きく言われているのが赤線で上に引きましたように，障害者に対する不当な差別的取

り扱いや合理的配慮の不提供を差別と規定

する。そして，国・地方公共団体等，ここ

に宮城大学，公立大学も入りますけれども，

公立大学などに対して差別の解消に向けた

具体的な取り組みを求めているものです。 

  下の枠の中で，国，地方公共団体，国立

大学法人，学校法人とありますが，宮城大

学で求められているのが，不当な差別的取り扱いの禁止，こちらは全て義務になってお

ります。 

  次の合理的配慮の提供，こちらは国，地方公共団体，国立大学法人は義務です。ただ，

学校法人は努力義務となっております。 

  そして，職員対応要領，こちらは国と国立大学法人は義務ですが，公立大学の場合は
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努力義務となっております。努力義務ですけれども，やはり，だんだん定めていく大学

が多いのと同時に，本学でも国と同じタイミングで施行しております。 

  では，ここで言っている不当な差別的取

り扱い，合理的配慮の不提供について，こ

ちら内閣府のウェブサイトからとったもの

ですが，不当な差別的取り扱いの禁止とい

うのが何かといいますと，障害のある人に

対して，正当な理由なく障害を理由として

差別することを禁じるとしております。ま

た，合理的配慮の提供については，障害のある人から，社会の中にあるバリアを取り除

くために，何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられた時に，負担が重すぎな

い範囲で，そのバリアを取り除く配慮をすることとしております。 

  これに基づいて，今，大学では，学外の

ウェブサイトにも，この要領を載せており

まして，入り口が３つございます。こちら，

昨日の時点での大学のウェブサイトのトッ

プページなんですが，「学生生活」からも

行けますし，「一般・地域の方」「高校

生・受験生の方」からも，「障がいに関す

る相談窓口」というリンクがありまして，

そこをクリックしていただきますと「教職

員対応要領」，こちらにリンクが飛んでお

りますので，後ほど皆様，こちらをクリッ

クして中身を見ていただければと思います。 

  その中身を見ていただく前に，具体的な

内容を簡単にご説明いたしますと，対応要

領の内容は，第１条の目的から第11条の委

任までにわたっておりまして，その中で，

本日は第４条で言っております不当な差別

的取り扱いの禁止についてと，第５条の合

理的配慮の提供について，具体例をお示し

したいと思います。 

  まず第４条の不当な差別的取り扱いに当たり得る具体例として，これは学生に対する

ものですが，まず例の１として，障害があることを理由に受験・入学・授業の受講など

を拒否すること。２番目としては，ノートテイクなどの情報保障手段を用意できないと
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いう理由で，障害のある学生の授業受講を拒否すること。これは不当な差別的取り扱い

に当たりますので，こういうことはしないでいただきたいと思います。 

  また，例の３としては，試験などにおい

て，この次に具体例が出てきますけれども，

合理的配慮を受けたことを理由に評価に差

をつけること。これも不当な差別的取り扱

いに当たると本学では定めております。 

  次に，第５条の合理的配慮に該当し得る

配慮の具体例としましては，まず１つ目に，

物理的環境への配慮があります。既に本学

では，車椅子利用者のために構内のバリア

フリーを進めておりますが，これも合理的

配慮に当たります。 

  また，移動に困難がある学生が参加して

いる授業で，使用する教室をアクセスしや

すい場所に変更すること，これも合理的配

慮に該当する内容です。 

  次に，意思疎通の配慮としまして，教職員や支援する学生が必要書類の代筆を行うこ

と。今実際，自分で鉛筆で書けない学生がいますけれども，そういった学生がいる場合

には，例えば出席カードを回収する時には代筆をして，それを認めていただいておりま

す。 

  ３番目の例として，ルールや慣行の柔軟

な変更，こちらいろいろな具体例がありま

すけれども，まずは，入学試験や定期試験

などにおいて，それぞれの障害の特性に応

じて試験時間の延長，別室の受験，支援機

器の利用，拡大文字の使用を認めたりする

こと。また，授業中にノートをとることが

難しい場合，これは物理的にとることが難しいということもあるでしょうし，時間が足

りなくてとることが難しいという場合もあると思いますけれども，板書の写真撮影を認

めること。また，最近こういった学生が出ているような気がしますが，体調が悪くなる

などして，レポートの提出期限に間に合わない可能性が高い時に，その学生に対しては

提出期限の延長を認めること。また，治療などで学習空白が生じる学生に対して補講を

行うなど，学習機会を確保できる方法を工夫すること。こういった具体例を本学の対応

要領に記載をしております。 
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  ただ，タイトルとしては「障害の」というふうにしておりますが，特に体調が悪くな

る，そしてレポートの提出期限の延長をする，また治療など，入院とか自宅療養もある

と思いますけれども，学校に来られないという学生に学習機会を確保するというのは，

障害の有無に関わらず，その時の体調などで配慮することを求められるということも，

ご理解いただければと思います。 

  相談の窓口ですが，今上げた具体例は，

この２番の在学者，学生に対する窓口とな

っておりますので，スチューデントサービ

スセンターが窓口になっております。また，

入学を希望する方からの窓口はアドミッシ

ョンセンターで受けていただいております。

また，それ以外，これは主に学外の方，例

えば公開講座などで学外の方がいらっしゃることもあると思いますが，そういった時の

窓口としては，事務局総務課及び太白事務室が窓口となっております。 

  相談を受けた時の，これは学生からの場

合ですけれども，学生から申し出があった

時には，まず教職員による状況の確認，そ

の合理的な配慮が本当に必要なのかどうか

というのを確認する必要があります。それ

を確認して，やはり提供する必要があると

なった時に提供することになりますが，

個々の先生方，それぞれで判断することは難しいかと思いますので，そこで監督者によ

る確認と指導が入ります。監督者は，要領では学群・研究科・センター及び事務局の長

としております。この長の方々から，部局における障害者差別解消の推進に必要な措置

を講ずる指導・確認をいただくという流れになっておりますので，一人ではなくて組織

で対応していければと思います。 

  具体的な内容については，先ほどのウェ

ブサイトをクリックしていただいて，後ほ

ど見ていただければと思います。ただ，対

応に迷うこともあるかと思いますので，学

生に対する相談であれば，まずは学生支援

グループ・教務グループにご相談いただけ

ればと思います。 

  以上でございます。お時間いただき，ありがとうございました。 
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Ⅲ．2019 全学ＳＤ・ＦＤアンケート結果から    【回答者数：153 名】 

 
※良い ５・４・３・２・１ 悪い で評価 
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第１部（講演）

55
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21 1 0
0
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第１部（グループディスカッション）

101

40
8 0 0

0

20
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80

100

120

5 4 3 2 1

第２部

・第１部の講演については，５と

４の評価をつけた教職員は全体

の８割を超えていた。従来から教

職員の関心が高いテーマだった

こともあり，教職員のニーズに合

致した適切な講演内容だったと

考えられる。 

 

 

 

・第１部のグループディスカッシ

ョンについても，５と４の評価が

８割を超えていた。所属や職位の

異なる教職員の意見交換の場と

して，有意義な機会となったと考

えられる。 

 

 

 

 

・第２部の講演については，５の

評価が全体の６割以上を占めて

おり，４の評価と合わせると９割

を超え，非常に高い評価となっ

た。参加者からは好評なコメント

も多く，適切な講演内容だったと

考えられる。 

(⼈) 

(⼈) 

(⼈) 
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その他

⼤学制度・法令
地⽅創⽣
研究倫理
教職協働

学⽣募集戦略
⼊試

⾼⼤接続
学修状況分析結果

内部質保証
3ポリシー

現代学⽣の⼼
障がい学⽣対応

学⽣相談対応
ライティング指導

ﾃｨｰﾁﾝｸﾞ・ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ
教養教育

キャリア教育
講義法

パフォーマンス評価
シラバス作成

カリキュラム改善
個⼈情報の取扱い

⾼等教育無償化
2040⾼等教育

今後全学でとりあげてほしいテーマ

・障害者差別解消法に基づく研修

については，他の企画と比較する

とそこまで評価は高くないもの

の，５と４の評価は６割を超えて

おり，概ね適切な内容だったと考

えられる。 

 

 

 

 

・全学ＳＤ・ＦＤ全体の構成につ

いては，５と４の評価が約 75％で

あった。限られた時間内に企画を

盛り込んだため，全体を通して参

加者の負担は大きかったかもし

れないが，内容としては実りのあ

る全学ＳＤ・ＦＤとなったと思わ

れる。 

 

 

・今後ＦＤやＳＤでとりあげてほ

しいテーマとして，「カリキュラ

ム改善」についての関心が高い結

果となった。 

・また，「高等教育無償化」や「2040

高等教育のグランドデザイン」と

いった，直近の高等教育政策に対

する関心も高いことがわかった。 

・そのほか，「教養教育」や「教職

協働」などについて，昨年度に引

き続き関心が高い傾向にある。 

・「その他」の自由記述では，大学

の危機管理，研究支援などが挙げ

られていた。 

(⼈) 

(⼈) 

(⼈) 
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第２部 ミドルレベルＦＤ・ＳＤ 
 

１．看護学群ＦＤ          ・・・ ５４ 
 
２．事業構想学群ＦＤ          ・・・ ５６ 
 
３．⾷産業学群ＦＤ          ・・・ ５８ 
 
４．基盤教育群ＦＤ          ・・・ ６０ 
 
５．看護学研究科ＦＤ          ・・・ ６２ 
 
６．事業構想学研究科ＦＤ         ・・・ ６４ 
 
７．⾷産業学研究科ＦＤ         ・・・ ６６ 
 
８．アドミッションセンターＦＤ        ・・・ ６８ 
 
９．スチューデントサービスセンター／アドミッションセンターＦＤ    ・・・ ７０ 
 
10．キャリア・インターンシップセンターＦＤ       ・・・ ７２ 
 
11．⾼⼤連携推進室ＦＤ         ・・・ ８０ 
 
12．健康⽀援室ＦＤ          ・・・ ８２ 
 
13．学術情報センターＦＤ         ・・・ ８４ 
 
14．事務局ＳＤ          ・・・ ８８ 
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【内容】 
 
 本 FD では、宮城大学大学院看護学研究科博士前期課程 主な年間スケジュールと修士

論文作成までの道のり”（以下、道のり）の活用状況を共有し、「院生の主体的研究能力を教

育・支援するために、“道のり”をどのように活用するとよいか」を論点にグループワーク

ならびにその発表を行った。 
 “道のり”を学生と共有して、主担当教員との指導場面で活用している例も発表されたが、

多くのグループからは“道のり”を活用しきれていない現状が発表され、その要因として、

“道のり”に関する教員の共通認識・意識づけの不足；社会人（長期履修）学生が多いこと

から、進捗状況が多様であること；月ごとの課題が盛り込みすぎていることなどの指摘があ

った。 
 この現状を基に“道のり”をより活用し、院生の主体的研究能力を教育・支援するための

方策として、フォームをわかりやすくする工夫（デッドラインを提示する・例となるスケジ

ュールやマイルストーンの概要を示す・個別アレンジができる欄またはポートフォリオ的

なものを別に作る・A4 サイズ 1 枚でおさめる）や学生が主体的に活用するための工夫（チ

ェックリスト方式・学生の記載欄の設定）などが提案された。 
 また、教育・支援体制について、副指導教員を含めた集団指導の場・拡大ゼミ（例：分野

ごとのゼミ・修了生や博士後期課程学生を含めたゼミ）を設定し、院生が「主体的に取り組

むとはどういうことか」を自身が考えられるような仕組みづくりに関する提案も多くのグ

ループからなされた。 
 本 FD での検討を受け、“道のり”改定 WG グループが発足した。今後の看護学研究科院

生の主体的研究能力を向上させていくための大きな一歩となった。 

 
以上 
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プロフィール

プロフィール 現在の仕事として

本日の流れ [1]自身の課題感と問い

組織内人材育成のステップ 組織内人材育成のステップ
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キャリア選択における意思決定とは 「夢」ありきのキャリア教育

扱うテーマの一例として 自身の課題感と問い

[2]前提としての現状認識
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[2]前提としての現状認識

[3] 講義の意図と構成
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扱うテーマの一例として [3] 講義の意図と構成

[4] 彼らの数十年後を予測する [4] 彼らの数十年後を予測する

[4] 彼らの数十年後を予測する [4] 彼らの数十年後を予測する

[4] 彼らの数十年後を予測する [4] 彼らの数十年後を予測する
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[4] 彼らの数十年後を予測する [4] 彼らの数十年後を予測する

[4] 彼らの数十年後を予測する [4] 彼らの数十年後を予測する

[4] 彼らの数十年後を予測する 自身の課題感と問い

▼
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第３部 ミクロレベルＦＤ・ＳＤ 
 

 １．看護学群ＦＤ          ・・・ ９２ 
 

２．事業プランニング学類ＦＤ         ・・・ ９４ 
 
 ３．地域創⽣学類ＦＤ          ・・・ ９６ 
 
 ４．価値創造デザイン学類ＦＤ         ・・・ ９８ 
 
 ５．⾷資源開発学類ＦＤ         ・・・１０４ 
 
 ６．フードマネジメント学類ＦＤ        ・・・１０６ 
 
 ７．サービスラーニングＦＤ         ・・・１０８ 
 
 ８．グローバル分野ＦＤ         ・・・１１０ 
 
 ９．事務局ＳＤ          ・・・１１２ 
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令和元年度ＦＤ・ＳＤ実施報告書 
記入者： 金子 浩一    

主催者（組織） 事業構想学研究科・事業プランニング領域分科会 
タイトル 事業構想学研究科 FD 
実施の趣旨 将来構想を検討する 
参加者 内田直仁，糟谷昌志，金子浩一，絹村信俊，田邊信之，徳永幸之，

福永昌彦 
日 時 2019 年 7 月 10 日 15:00-15:40 
場 所 大会議室 
プログラム構成 全体会の中の分科会 
招聘講師 無し 

 
【内容】 
入学者確保のためには，特に社会人向けに夜間・土曜開講を行うことが必要であり，本領

域では特に近年議論されてきた。実際には，形式的に（公的に）夜間・土曜開講をアピール

する必要はなく，少人数の履修者と各教員で内々に調整して開講日時を決めるのがスムー

ズである。学則の改正や文部科学省への届出の必要性もなく，実施できる。 
 問題として，事務職員の出勤を強制できないので，非常勤講師などの対応ができないこと

が挙げられる。また，物理的な問題として，サテライトキャンパスなど仙台駅前の講義室の

確保ができるかが不明である。ただし，大和キャンパスでも，土曜開講にすれば履修生が集

まる可能性がある。仕事で受講できない際に，録画された講義を個別に事後受講できるよう

にすることも社会人大学生向けには有用である。 
 理系に近い要素が必要になるが，価値創造デザインの教員から，費用最小化問題など扱え

る科目の提供があっても効果的であるかもしれない。純粋な数学やコンピュータの知識を

利用せずに受講できるようなクラスであることが望ましい。他の領域科目も履修して，実際

にイノベーションが起こせるような人材を養成できるとよい。 
外部への PR としては，他の大学院との相違を際立たせ，何を研究するか，学べるかがわ

かるようにするのが望ましい。講義自体でなくとも，研究科のよさを動画配信することも可

視化の手段の一つである。 
税理士試験・会計士の試験免除が可能になれば，入学者は増える可能性がある。仙台市に

は資格を目指す受験者が多い。東北でもそれを売りにして大学院研究科の例がある。会計士

の短答式免除を可能にすることも一つの手段である。 
 また，次世代を担う中小企業の経営者も入学者のターゲットとなりうる。真の実学を研究

でき，大学院にもメリットがあり，地域のオーナー同士のつながりができれば履修生同士で

も利点が生じる。事業継承ということも，今後重要になっていく研究領域である。これらを

数年継続することで，口コミで毎年数名が受験するようになることが望まれる。 
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 魅力的な大学院の特別講義を公開講座として外部向けで行い，そのまま大学院の進学に

つながるようにすることも重要である。本年度は，大企業よりは中小企業の経営者をターゲ

ットとし，ある程度業界の領域を限定し，好感触を得ている。 
 今後もこれらの利点と課題とを整理し，適切なカリキュラム改編，組織改編を行っていか

なければならない。 
 
 
 

 
 
 
 

以上 
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令和元年度ＦＤ・ＳＤ実施報告書 
記入者： 佐々木秀之   

主催者（組織） 地域創生学類 
タイトル 卒業論文を中心とした地域創生学類におけるゼミ活動のあり方 
実施の趣旨 新たに創設された学類において、これまで科目の学修効果等につい

て検討を重ねてきたなか、卒業研究についての議論の必要性が生じ、

上記タイトルを設定し、ワークショップを実施することにした。全

国的に地域系の学部学科が多く創設されてきたなか、他大学の事例

の検討をしながら、本学における地域創生演習のあり方の検討を行

った。 
参加者 佐々木、石内、藤沢、舟引、石田、郷古、高橋、板 
日 時 2019 年 10 月 2 日 
場 所 402 会議室 
プログラム構成 ワークショップ形式による自由討議 
招聘講師 （ある場合はご記入ください） 

 
【内容】 
 全国的な地域系学類の増加についての傾向を踏まえた設置経緯について、学類長から説

明があった。その後、大学改革により新たに創設された地域創生学類における卒業研究に係

る制度に関しての意見交換を実施した。地域創生学類は、旧事業構想学部事業計画学科およ

びデザイン情報学科、旧食産業学部環境システム学科の３つが統合するかたちで誕生した

学類である。 
そのため、まず、3 学科におけるこれまでの卒業研究の進め方についての説明をいただい

た。事業計画学科については石田祐准教授、デザイン情報学科は舟引敏明教授、環境システ

ム学科は郷古雅春教授が説明している。そのほか、出席者より、他校の事例を含めて、卒業

研究のスタイルについて情報提供を複数おこなった。以下、各学科における卒論提出に至る

プロセスである。 
食産業は、ポスターセッションによる中間発表を行い、1 月 31 日までに製本した論文を

提出する。この提出は、指導教官の押印が必要なものである。例年卒論発表会は 2 月 10 日

前後に実施され、10 分発表 5 分質疑という形式で実施される。審査会が行われた後、最終

提出物について、指導教官が修正点をチェックする。 
デザイン情報は、4 年前期に中間発表を実施する。A4 で 2 ページの予稿を作成し、プレ

ゼンテーションを実施する。後期には、卒論発表がある。中間発表と同様の形式で実施され、

その後製本し、研究室に卒論提出後、メディアテーク仙台にて卒業展が行われる。 
事業計画学科は、12 月に指導教員に２万字の卒業論文を提出する。その後、A4 で１ペー

ジ分の要旨を作成し、製本する。2 月に Power Point を用いた資料を基に最終卒論発表会が
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令和元年度ＦＤ・ＳＤ実施報告書 
記入者： 中田千彦   

主催者（組織） 価値創造デザイン学類 
タイトル 事業構想学における価値創造デザイン教育の意味・意義につい

て、教育手法のあり方の検討を交えて議論する 
実施の趣旨 本企画を通して、ディプロマポリシーに対する教育成果の可視化を

目指した教育手法のあり方について議論を交えて確認する。デザイ

ン研究棟（仮称）の建設が進み、2020 年度に使用が開始されること

が予定されている中で、宮城大学におけるデザイン教育のあり方、

方向性、輩出される卒業生の将来イメージの構築など、今後 10 年

の教育の展開を視野に FD を開催した。特に、生活環境デザインコ

ースの教育内容に関連する話題として、建築士試験の受験資格改訂

に伴うこれからの建築士のあり方についての考察、ならびに宮城大

学における建築士試験受験資格に要する科目群についても話題とし

た。 
参加者 蒔苗、平岡、井上、須栗、土岐、茅原、鹿野、日原、伊藤 

鈴木、小地沢、橋本、友渕、（以上敬称略）中田 
日 時 2019 年 8 月 2 日（金）16:00〜17:30 
場 所 大和キャンパス本部棟４階 401 会議室 
プログラム構成 開会の挨拶（学類長） 

建築士試験の受験資格改訂に伴うこれからの建築士のあり方につい

ての説明（小地沢准教授） 
意見交換 
閉会の挨拶 

招聘講師 （ある場合はご記入ください） 
 
【内容】 
１）開会の挨拶（学類長） 
デザイン研究棟（仮称）の建設が進み、2020 年度に使用が開始されることが予定されてい

る中で、宮城大学におけるデザイン教育のあり方、方向性、輩出される卒業生の将来イメ

ージの構築など、今後 10 年の教育の展開を視野に FD を開催する。新カリキュラムが進行

する中、完成年次以降に現在進めているカリキュラムのアップデートを考えていく上で、

デザインスクールのコンセプトをどのように構築するかが肝心。その中で、生活環境デザ

インコースの教育内容に関連する話題として、建築士試験の受験資格改訂に伴うこれから

の建築士のあり方についての考察、ならびに宮城大学における建築士試験受験資格に要す

る科目群についても検討が必要である。 
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